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は
じ
め
に

一
九
六
〇
年
代
以
降
の
六
朝
貴
族
制
硏
究
に
お
い
て
、
後
漢
末
の
政

治
史
、
な
か
ん
ず
く
黨
錮
の
禁
を
い
か
に
位
置
づ
け
る
か
は
繰
り
返
し

議
論
さ
れ
た（

１
）。

川
勝
義
雄
は
、
儒
教
的
な
國
家
理
念
に
も
と
づ
き
宦
官

と
決
定
的
に
對
立
し
た
黨
人
が
、
そ
れ
に
よ
り
士
大
夫
の
輿
論
を
得
、

や
が
て
六
朝
貴
族
の
母
胎
と
な
っ
た
と
し
た
。
對
し
て
增
淵
龍
夫
は
、

黨
人
の
人
物
批
評
（
淸
議
）
は
す
で
に
名
目
化
し
て
お
り
、
儒
教
的
規

範
を
眞
に
內
在
化
さ
せ
た
逸
民
的
人
士
の
存
在
こ
そ
を
重
視
す
べ
き
こ

と
を
主
張
し
た
。

宦
官
と
對
峙
し
た
黨
人
か
そ
の
批
判
者
た
る
逸
民
か
。
い
ず
れ
に
よ

っ
て
後
漢
末
を
見
る
べ
き
か
と
い
う
こ
れ
ら
の
議
論
に
對
し
、
吉
川
忠

夫（
２
）は

、
そ
も
そ
も
基
本
史
料
で
あ
る
『
後
漢
書
』
が
當
該
時
代
を
ど
の

よ
う
に
描
き
出
し
て
い
る
か
、
す
な
わ
ち
范
曄
の
後
漢
末
觀
と
い
う
側

面
か
ら
こ
の
問
題
に
取
り
組
み
、
范
曄
が
も
っ
と
も
評
價
し
た
の
は
黨

人
で
も
逸
民
で
も
な
く
、
宦
官
勢
力
に
對
し
就
く
で
も
就
か
ぬ
で
も
な

い
權
衟
的
な
生
き
方
を
し
た
人
士
で
あ
っ
た
と
す
る
。
そ
し
て
、「
范

曄
の
歷
史
觀
は
、
彼
が
生
き
た
時
代
や
社
會
の
情
況
と
緊
密
な
照
應
關

係
を
も
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
」
と
し
て
、
權
衟
派
が
六
朝
貴
族
た
ち

の
血
統
上
の
祖
で
あ
る
こ
と
が
、
范
曄
が
權
衟
派
こ
そ
を
高
く
評
價
し

た
理
由
で
あ
っ
た
と
し
た
。

吉
川
の
提
示
し
た
權
衟
派
の
槪
念
は
、
の
ち
に
歷
史
學
の
立
場
か
ら

疑
問
が
抂
さ
れ
た
が（

３
）、

そ
れ
で
も
六
朝
貴
族
で
あ
る
范
曄
が
、
そ
の
社

會
の
母
胎
た
る
後
漢
末
期
を
い
か
に
認
識
し
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
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提
起
は
、
范
曄
の
史
學
思
想
を
檢
討
す
る
上
で
き
わ
め
て
重
要
な
指
摘

で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る（

４
）。

本
稿
は
、
か
か
る
吉
川
の
硏
究
を
踏
ま
え

た
上
で
、改
め
て
後
漢
末
の
人
士
に
對
す
る
范
曄
の
敍
述
と
評
價
を
見
、

さ
ら
に
『
後
漢
紀
』
や
『
抱
朴
子
』
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の

評
價
の
特
異
性
を
確
認
し
、
か
か
る
范
曄
の
歷
史
敍
述
が
劉
宋
當
時
の

社
會
狀
況
や
國
家
觀
を
背
景
と
す
る
こ
と
を
檢
證
す
る
も
の
で
あ
る（

５
）。

一
．
范
曄
と
黨
人

吉
川
に
よ
れ
ば
、
范
曄
は
黨
人
と
逸
民
で
は
黨
人
の
方
に
一
定
の
評

價
を
す
る
と
い
う
。「
逸
民
と
黨
人
、
そ
の
い
ず
れ
と
も
宦
官
の
對
極

と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
、
と
い
う
の
が
范
曄
の
認
識
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
こ
の
兩
者
の
一
方
の
逸
民
は
現
實
を
す
て
、
一
方
の
黨
人
は
わ

が
身
に
泥
を
か
ぶ
る
こ
と
を
も
い
と
わ
ず
に
現
實
と
た
ち
ま
じ
わ
り
つ

つ
奮
鬪
し
た
。
そ
し
て
范
曄
が
稱
揚
す
る
の
は
、
前
者
で
は
な
く
し
て

あ
く
ま
で
後
者
で
あ
っ
た
」、「
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
心
情
か
ら
「
人
倫―

社
會―

」
の
救
濟
に
身
を
く
だ
い
た
陳
蕃
の
姿
の
う
ち
に
、
范
曄
は
求

衟
者
的
な
崇
高
さ
を
認
め
よ
う
と
し
て
い
る
」
と
吉
川
は
言
う
。

し
か
し
吉
川
は
范
曄
が
黨
人
を
全
面
的
に
評
價
し
て
い
た
と
も
し
な

い
。「
だ
が
い
か
ん
せ
ん
、
黨
人
派
は
け
っ
き
ょ
く
敗
退
し
た
。
…
…

い
ず
れ
も
「
功
は
終は

た
さ
ず
」
な
の
で
あ
る
」、「
黨
人
た
ち
の
激
越
で

け
な
げ
な
行
動
は
、
た
し
か
に
心
情
的
な
共
感
を
よ
ぶ
も
の
で
は
あ
っ

た
け
れ
ど
も
、
當
面
す
る
現
實
問
題
の
處
理
に
お
い
て
彼
ら
が
拙
劣
で

あ
っ
た
こ
と
は
否
み
が
た
い
で
あ
ろ
う
」
と
し
、
さ
ら
に
後
述
の
張
儉

傳
論
を
根
據
と
し
て
、「（
黨
人
の
ひ
と
り
で
あ
る
張
儉
は
）
む
し
ろ
冷
や

や
か
に
論
評
し
さ
ら
れ
て
い
る
。
他
人
の
生
命
は
い
う
に
お
よ
ば
ず
、

自
己
の
生
命
も
け
っ
し
て
浪
費
す
べ
き
で
は
な
い
。
犬
死
は
む
だ
だ
と

范
曄
は
力
說
す
る
」
と
言
い
、
范
曄
が
眞
に
評
價
し
て
い
た
の
は
逸
民

で
も
黨
人
で
も
な
く
、
時
の
權
力
者
に
對
し
就
く
で
も
就
か
ぬ
で
も
な

い
權
衟
的
な
生
き
方
を
し
た
人
士
、
具
體
的
に
は
淸
廉
を
稱
さ
れ
な
が

ら
一
方
で
宦
官
と
の
交
際
も
厭
わ
な
か
っ
た
陳
寔
、
逆
臣
董
卓
に
仕
え

た
荀
爽
・
王
允
、
曹
操
の
第
一
の
腹
心
で
あ
っ
た
荀
彧
ら
で
あ
っ
た
と

す
る
。
そ
し
て
范
曄
が
荀
彧
ら
こ
そ
を
評
價
し
た
理
由
を
、
彼
ら
が

い
ず
れ
も
六
朝
時
代
の
名
門
の
祖
先
で
あ
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
指
摘
す

る
。
す
な
わ
ち
、「
范
曄
の
屬
す
る
南
陽
の
范
氏
も
そ
の
一
員
で
あ
っ

た
と
こ
ろ
の
六
朝
貴
族
社
會
、
そ
の
淵
源
と
典
型
」
を
六
朝
人
が
彼
ら

權
衟
派
に
求
め
て
い
た
た
め
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
吉
川
の
硏
究
は
示
唆
に
富
み
、
後
述
の
と
お
り
本
論
が
據
る

と
こ
ろ
は
非
常
に
多
い
。
た
だ
、
范
曄
が
六
朝
貴
族
の
「
淵
源
」
を
尊

重
し
た
と
い
う
の
な
ら
ば
、
血
族
上
の
祖
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
價
値

基
準
の
淵
源
た
る
黨
人（

６
）に

對
し
て
も
同
樣
に
尊
重
し
な
か
っ
た
の
は
何
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故
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ほ
ど
黨
人
は
『
後
漢
書
』
で
否
定
的
に
見
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
そ
も
そ
も
『
後
漢
書
』
に
お
い
て

黨
人
と
權
衟
派
と
を
そ
の
評
價
の
上
で
峻
別
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

改
め
て
范
曄
の
彼
ら
へ
の
評
價
を
見
よ
う
。

論
に
曰
く
、
桓
靈
の
世
、
陳
蕃
の
徒
が
若
き
は
、
咸 

能
く
風
聲

を
樹
立
し
、
惛
俗
に
抗
論
す
。
而
し
て
嶮
阸
の
中
に
驅
馳
し
、
刑

人
腐
夫
と
朝
を
同
じ
く
し
て
衡
を
爭
ひ
、
終
に
滅
亡
の
禍
を
取
る

は
、
彼
の
情
志
を
絜
げ
、
埃
霧
を
違
く
能
は
ざ
る
に
非
ざ
る
な
り
。

夫
の
世
の
士
の
俗
を
離
る
る
を
以
て
高
し
と
爲
し
て
、
人
倫
を
ば

相 

恤
ふ
る
莫
き
を
愍
れ
め
ば
な
り
。
①
遯
世
す
る
を
以
て
義
に

非
ず
と
爲
し
、
故
に
屢
々
退
け
ら
る
る
も
去
ら
ず
、
仁
心
を
以
て

己
が
任
と
爲
し
、衟 

遠
き
と
雖
も
而
も
彌
々
厲
む
。
際
會
に
遭
ひ
、

竇
武
と
協
策
す
る
に
乁
び
て
、
自
ら
萬
世
の
一
遇
と
謂
ふ
な
り
。

懍
懍
乎
と
し
て
伊
望
の
業
な
り
。
②
功
は
終
へ
ざ
る
と
雖
も
、
然

れ
ど
も
其
の
信
義
は
以
て
民
心
を
攜
持
す
る
に
足
る
。
漢
世 
亂

る
る
も
亡
び
ざ
る
こ
と
、
百
餘
年
閒
な
る
は
、
數
公
の
力
な
り
。

（『
後
漢
書
』
列
傳
五
十
六 

陳
蕃
傳（
７
））

傍
線
①
は
、『
論
語
』泰
伯
の「
仁
以
爲
己
任
、不
亦
重
乎
。
死
而
後
已
、

不
亦
遠
乎
」
を
典
據
と
し
て
、
陳
蕃
の
行
動
を
逸
民
の
「
遯
世
」
よ
り

も
重
ん
じ
、
命
を
賭
し
た
義
擧
と
見
な
す
。
さ
ら
に
傍
線
②
で
は
、
陳

蕃
は
宦
官
を
除
く
と
い
う
功
績
を
遂
げ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の

信
義
は
「
民
心
」
を
引
き
つ
け
、「
漢
世 

亂
る
る
も
亡
び
ざ
る
こ
と
、

百
餘
年
閒
」
と
な
っ
た
の
は
陳
蕃
ら
の
力
に
よ
る
も
の
に
他
な
ら
な
い

と
す
る（

８
）。

范
曄
は
、
命
を
投
げ
う
っ
て
漢
を
守
護
し
た
者
と
し
て
陳
蕃

を
位
置
づ
け
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
宦
官
排
斥
の
謀
が
遂
げ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
も
、

同
傳
贊
に
て
「
陳
蕃
は
蕪
室
に
て
、
天
綱
を
淸
む
る
を
志
す
。
人
謀
は

緝
へ
り
と
雖
も
、幽
運
は
未
だ
當
た
ら
ず
。
言
に
殄
瘁
す
る
を
觀
る
に
、

曷
ぞ
云
に
亡
ぶ
に
非
ざ
ら
ん（

９
）」

と
評
し
、
陳
蕃
の
敗
北
は
時
運
に
巡
り

合
え
な
か
っ
た
た
め
で
あ
り
陳
蕃
の
咎
で
は
な
い
、
と
す
る
。

こ
こ
に
は
、
吉
川
が
指
摘
す
る
よ
う
な
黨
人
の
無
謀
・
過
激
さ
に
對

す
る
范
曄
の
批
判
は
讀
み
取
れ
な
い
。
竇
武
や
李
膺
に
つ
い
て
も
同
じ

く
以
下
の
資
料
の
通
り
で
あ
る
。い
ず
れ
に
お
い
て
も
黨
人
の
敗
北
は
、

「
天
」
や
「
命
」
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
。

論
に
曰
く
、
竇
武
・
何
進
は
元
舅
の
資
に
藉
り
、
輔
政
の
權
に
據

り
、
內
に
太
后
の
臨
朝
の
威
に
倚
り
、
外
に
羣
英
乘
風
の
埶
を
迎

ふ
る
も
、
卒
に
し
て
事 

閹
豎
に
敗
れ
、
身
は
死
し
功
は
穨
れ
、

世
の
悲
し
む
所
と
爲
る
。豈
に
智 

足
ら
ず
し
て
權 

餘
り
有
ら
ん
。

傳
に
曰
く
、「
天
の
商
を
廢
つ
る
こ
と
久
し
、
君 

將
に
之
を
興
さ

ん
」
と
。
斯
れ
宋
襄
公
の
泓
に
敗
る
る
の
所
以
な
り
。（『
後
漢
書
』
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列
傳
五
十
九
論
）
（（
（

）

論
に
曰
く
、
李
膺
は
汙
險
の
中
よ
り
振
拔
し
、
義
を
蘊
み
風
を
生

じ
て
、
以
て
流
俗
を
鼓
動
せ
し
め
、
素
行
を
激
し
く
し
て
以
て
威

權
を
恥
ぢ
し
め
、
廉
尙
を
立
て
て
以
て
貴
埶
を
振
は
せ
、
天
下
の

士
を
し
て
奮
迅
感
槩
し
て
、
波
蕩
し
て
之
を
從
は
し
む
。
…
…
子

曰
く
、「
衟
の
將
に
廢
れ
ん
と
す
る
や
、
命
な
り
」
と
。（『
後
漢
書
』

列
傳
五
十
七 

黨
錮 

范
滂
傳
論
）
（（
（

）

贊
に
曰
く
、
渭
は
涇
の
濁
た
る
を
以
て
し
、
玉
は
礫
を
以
て
貞
た

り
。
物
の
性 

既
に
區わ

か

れ
、
嗜
惡 
形
に
從
ふ
。
蘭
蕕 

竝
ぶ
こ
と
無

く
、
銷
長 

相 

傾
く
。
徒
だ
恨
む
ら
く
、
芳
膏
の
煎
灼
せ
ら
れ
て

燈
の
明
ら
か
な
る
を
。（『
後
漢
書
』
列
傳
五
十
七 
黨
錮
傳
贊
）
（（
（

）

ま
た
註
目
す
べ
き
は
、
范
曄
が
黨
人
と
漢
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に

あ
る
。
黨
錮
傳
贊
の
傍
線
部
は
、『
漢
書
』
龔
勝
傳
を
典
據
と
し
て
、

前
漢
を
簒
奪
し
た
王
莽
に
抵
抗
し
て
餓
死
し
た
龔
勝
に
黨
人
を
な
ぞ
ら

え
て
、
彼
ら
の
死
を
惜
し
む
。
陳
蕃
同
樣
、
李
膺
ら
も
漢
に
殉
じ
た
と

見
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。

も
ち
ろ
ん
、
范
曄
が
す
べ
て
の
黨
人
を
全
面
的
に
賞
贊
し
て
い
な

い
こ
と
は
、
吉
川
が
張
儉
を
例
に
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る
。
た
だ
し
、

范
曄
が
張
儉
傳
の
論
に
お
い
て
批
判
す
る
の
は
、
黨
錮
の
禁
の
際
に
張

儉
が
週
圍
を
卷
き
込
み
つ
つ
朝
廷
の
追
討
か
ら
迯
げ
囘
っ
た
こ
と
で
あ

る）
（（
（

。「
其
の
經
歷
す
る
所
、
重
誅
に
伏
す
る
者 

十
を
以
て
數
へ
、
宗

 

竝
び
に
皆 

殄
滅
せ
ら
れ
、
郡
縣
は
之
が
爲
に
殘
破
す）

（（
（

」
と
い
う
事
態

を
招
い
た
張
儉
個
人
の
行
動
を
「
冷
や
や
か
に
論
評
」
す
る
も
の
に
過

ぎ
な
い
。
批
判
對
象
は
あ
く
ま
で
張
儉
個
人
の
、
し
か
も
黨
錮
後
の
行

動
で
あ
る
。
黨
錮
の
禁
を
引
き
起
こ
す
に
至
っ
た
黨
人
の
拙
劣
さ
を
批

判
す
る
事
例
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

で
は
吉
川
の
言
う
權
衟
的
人
士
は
ど
う
か
。

論
に
曰
く
、
荀
爽
・
鄭
玄
・
申
屠
蟠 

倶
に
儒
行
を
以
て
處
士
と

爲
り
、
累
ね
て
徵
せ
ら
る
る
も
竝
び
に
病
と
謝
し
て
詣
ら
ず
。
董

卓
の
朝
に
當
る
に
乁
び
、
復
た
禮
を
備
へ
て
之
を
召
す
。
蟠
・
玄

は
竟
に
屈
せ
ず
し
て
以
て
其
の
高
き
を
全
く
す
。
爽
は
已
に
黃
髮

な
る
も
、
獨
り
焉
に
至
り
、
未
だ
十
旬
な
ら
ず
し
て
卿
相
を
取
る
。

意
者
は
其
の
趣
舍
に
乖
く
を
疑
ふ
も
、
余
は
竊
か
に
其
の
情
を
商

り
、
以
爲
へ
ら
く
出
處
は
君
子
の
大
致
な
り
と
。
平
運
な
れ
ば
則

ち
衟
を
弘
め
て
以
て
志
を
求
め
、
陵
夷
な
れ
ば
則
ち
跡
を
濡
ら
し

て
以
て
時
を
匡
す
。
荀
公
の
急
急
と
自
ら
勵
む
は
、
其
の
跡
を
濡

ら
す
な
り
。
然
ら
ず
ん
ば
、
何
爲
れ
ぞ
貞
吉
に
違
ひ
て
虎
の
尾
を

履
ま
ん
や
。（『
後
漢
書
』
列
傳
五
十
二 

荀
淑
傳
附
荀
爽
傳
論
）
（（
（

）

こ
こ
で
の
荀
爽
は
、
董
卓
の
徵
召
を
拒
ん
で
「
其
の
高
き
を
全
う
」

し
た
鄭
玄
・
申
屠
蟠
と
の
對
比
の
上
で
、
よ
り
高
く
評
價
さ
れ
る
。
し
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か
し
范
曄
は
、
荀
爽
を
そ
の
權
衟
的
處
世
術
ゆ
え
に
評
價
す
る
の
で
は

な
い
。
荀
爽
に
時
局
を
正
さ
ん
と
す
る
自
己
犧
牲
の
精
神
を
見
る
こ
と

で
、
こ
れ
こ
そ
「
陵
夷
」
の
時
勢
に
な
す
べ
き
進
退
で
あ
る
と
評
價
す

る
の
で
あ
る
。
自
己
犧
牲
を
重
視
す
る
論
調
は
、
む
し
ろ
黨
人
に
對
す

る
評
價
と
同
樣
で
あ
っ
て
、
荀
爽
を
黨
人
と
一
線
を
引
く
か
の
如
き
權

衟
的
人
士
と
し
て
評
價
す
る
も
の
で
は
な
い）

（（
（

。

同
樣
の
論
調
は
、
や
は
り
吉
川
が
權
衟
派
の
典
型
と
す
る
荀
彧
に
も

見
る
こ
と
が
で
き
る
。

論
に
曰
く
、
帝
を
西
京
に
遷
し
て
よ
り
、
山
東 

騰
沸
し
、
天
下

の
命 

倒
縣
す
。
荀
君 

乃
ち
河
冀
を
越
え
、
閒
關
し
て
以
て
曹
氏

に
從
ふ
。
其
の
舉
措
を
定
め
、
言
策
を
立
て
、
崇さ

ら

に
王
略
を
明
ら

か
に
し
て
、
以
て
國
艱
に
急
な
る
を
察
す
る
に
、
①
豈
に
亂
に
因

り
て
義
を
假
り
て
、
以
て
正
に
違
ふ
の
謀
に
就
く
と
云
は
ん
や
。

②
誠
に
仁
も
て
己
が
任
と
爲
し
、
民
を
倉
卒
に
紓
く
す
る
を
期
す

る
な
り
。
董
昭
の
議
を
阻
む
に
乁
び
て
、
以
て
非
命
を
致
す
は
、

豈
に
數
な
ら
ん
や
。
③
世
の
荀
君
を
言
ふ
者
、
通
塞 

或
い
は
過

ぐ
と
。
…
…
④
時
運
の
屯
邅
に
方
り
て
は
、
雄
才
に
非
ず
ん
ば
以

て
其
の
溺
る
る
を
濟
ふ
こ
と
無
く
、
功
は
高
く
埶
は
彊
け
れ
ば
、

則
ち
皇
器 

自
ら
移
る
。
此
れ
又 

時
の
竝
ぶ
可
か
ら
ざ
る
な
り
。

蓋
し
其
の
正
に
歸
す
る
を
取
る
の
み
に
し
て
、
亦
た
身
を
殺
し
て

以
て
仁
を
成
す
の
義
な
り
。（『
後
漢
書
』
列
傳
六
十 

荀
彧
傳
論
）
（（
（

）

范
曄
は
ま
ず
傍
線
①
で
、
漢
の
簒
奪
者
た
る
曹
操
に
仕
え
た
荀
彧
の

本
心
は
、
あ
く
ま
で
漢
を
護
持
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
し）

（（
（

、
さ
ら
に
傍

線
②
で
、
陳
蕃
傳
論
に
も
用
い
ら
れ
た
「
仁
を
以
て
己
が
任
と
爲
す
」

に
よ
っ
て
、
荀
彧
の
そ
の
行
動
を
正
當
化
す
る
。
そ
し
て
③
世
閒
の
荀

彧
論
者
を
念
頭
に
置
い
た
上
で
、
④
漢
が
滅
び
た
の
は
時
勢
か
ら
自
然

の
こ
と
で
あ
っ
て
荀
彧
の
行
爲
が
原
因
で
は
な
い
こ
と
、
荀
彧
が
曹
操

に
與
し
た
の
は
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
狀
況
ゆ
え
の
こ
と
、
荀
彧
が
曹
操
の

魏
公
卽
位
に
反
對
し
て
死
ん
だ
の
は
「
正
に
歸
す
る
」「
身
を
殺
し
て

以
て
仁
を
成
す
の
義
」
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
自
己
犧
牲
を
も
厭

わ
ぬ
漢
へ
の
忠
、
そ
れ
こ
そ
が
荀
彧
の
本
心
で
あ
る
と
す
る
こ
と
で
、

動
⺇
主
義
に
よ
り
そ
の
擁
護
を
圖
る
の
で
あ
る
。

吉
川
が
言
う
權
衟
派
は
、
た
し
か
に
范
曄
か
ら
高
く
評
價
さ
れ
る
。

そ
し
て
彼
ら
の
生
涯
は
、『
後
漢
書
』
に
お
い
て
權
勢
に
「
就
く
と
も

就
か
ぬ
と
も
」
が
如
く
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
二
點
は
、
范
曄

が
權
衟
こ
そ
を
評
價
し
て
い
た
こ
と
に
は
直
結
し
な
い
。
前
揭
の
論
贊

の
限
り
で
は
、
あ
く
ま
で
そ
の
權
衟
的
生
き
方
を
動
⺇
主
義
か
ら
正
當

化
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
假
に
范
曄
が
權
衟
こ
そ
を
眞
に
最
上
と
見

な
し
て
い
た
の
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
評
價
に
は
な
る
ま
い
。
陳
蕃
ほ
か

黨
人
に
對
す
る
高
評
價
と
比
較
し
て
明
確
な
上
下
關
係
を
見
る
こ
と
は
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で
き
ず
、
む
し
ろ
黨
人
の
自
己
犧
牲
に
比
す
こ
と
で
荀
爽
・
荀
彧
の
正

當
化
を
圖
る
ほ
ど
に
、
彼
ら
へ
の
范
曄
の
評
價
は
絶
大
で
あ
っ
た
。

二
．
葛
洪
と
袁
宏

し
か
し
范
曄
の
高
評
價
と
は
對
照
的
に
、
歷
代
の
黨
人
評
價
は
決
し

て
芳
し
く
な
い
。

是
の
時 

太
學
生
三
萬
餘
人
、
皆 

陳
蕃
・
李
膺
を
推
先
し
、
其
の

行
を
被
服
す
。
是
に
由
り
て
學
生 
聲
を
同
じ
く
し
競
ひ
て
高
論

を
爲
し
、
上
は
執
政
を
議
し
、
下
は
卿
士
を
議
す
。
…
…
申
屠
蟠 

嘗
て
太
學
に
游
び
、
退
き
て
人
に
吿
げ
て
曰
く
、「
昔 

戰
國
の
世
、

處
士 

橫
議
し
、
列
國
の
王
、
爭
ひ
て
擁
彗
先
驅
を
爲
し
、
卒
に

坑
儒
の
禍
有
り
。
今
の
謂
ひ
な
り
」
と
。
乃
ち
跡
を
梁
碭
の
閒
に

絶
ち
、
居
る
こ
と
三
年
に
し
て
滂 

難
に
乁
ぶ
。（『
後
漢
紀
』
卷
二

十
二 

孝
桓
帝
紀
下 

延
熹
九
年
）
（（
（

）

郭
泰
や
蔡
邕
か
ら
評
價
さ
れ
て
自
ら
も
太
學
に
游
學
し
た
申
屠
蟠

は
、
黨
人
を
支
持
す
る
太
學
生
ら
の
過
激
な
淸
議
が
國
家
か
ら
の
彈
壓

を
招
く
と
し
て
、
そ
の
危
險
性
を
焚
書
坑
儒
に
な
ぞ
ら
え
て
批
判
し
、

こ
れ
に
同
調
す
る
こ
と
な
く
隱
逸
し
た
た
め
に
黨
錮
の
禁
を
迯
れ
た
と

い
う
。

あ
る
い
は
徐
幹
『
中
論
』
譴
交
篇
は
、
後
漢
末
の
人
物
評
價
を
私
利

私
欲
の
た
め
の
私
的
か
つ
恣
意
的
な
人
物
評
價
と
批
判
す
る
し）

（（
（

、
そ
の

『
中
論
』
を
「
一
家
の
言
」
と
し
た
魏
の
文
帝
は
、
黨
人
が
勝
手
な
私

議
を
繰
り
返
し
た
こ
と
、
名
聲
を
求
め
る
者
が
こ
れ
に
傾
倒
し
た
こ
と

を
宦
官
の
跋
扈
と
比
し
て
批
判
し
た）

（（
（

。こ
う
し
た
黨
人
批
判
の
な
か
で
、

東
晉
の
葛
洪
『
抱
朴
子
』
と
袁
宏
『
後
漢
紀
』
の
激
し
い
批
判
は
と
く

に
先
行
硏
究
に
お
い
て
註
目
さ
れ
る
。

『
抱
朴
子
』
外
篇
に
は
、
隨
所
に
黨
人
に
對
す
る
批
判
と
思
し
い
言

說
が
見
ら
れ）

（（
（

、
と
く
に
正
郭
篇
で
は
そ
の
篇
名
の
通
り
、
黨
人
の
淸
議

を
主
導
し
た
郭
泰
が
嚴
し
く
非
難
さ
れ
る
。

人
を
知
る
と
云
ふ
と
雖
も
、
人
を
知
る
の
明
は
、
乃
ち
唐
虞
の
難

し
と
す
る
所
に
し
て
、
尼
父
の
病
む
所
な
り
。
夫
れ
明 

日
月
に

竝
び
、
始
を
原
ね
終
を
見
る
を
以
て
す
ら
、
且
に
犹
ほ
失
有
り
て
、

常
に
は
中
る
能
は
ざ
る
に
、
況
や
林
宗
が
螢
燭
の
明
に
於
て
や
。

得
失 

半
解
に
し
て
、
已
に
少
な
か
ら
ず
と
爲
す
。
…
…
林
宗 

名

は
朝
廷
に
振
ひ
、
一
時
に
敬
は
れ
、
三
九
・
肉
⻝
、
欽
重
せ
ざ
る

莫
し
。
力
は
以
て
才
を
拔
く
に
足
り
、
言
は
以
て
滯
よ
り
起
こ
す

に
足
る
。
而
れ
ど
も
但
だ
疾
を
京
輦
に
養
ひ
、
賓
客
を
招
合
す
る

の
み
に
し
て
、進
致
し
て
、以
て
危
蔽
を
匡
す
所
無
し
。（『
抱
朴
子
』

外
篇 
卷
四
十
六 

正
郭
篇
）
（（
（

）

葛
洪
の
郭
泰
批
判
は
論
點
が
多
岐
に
涉
る
。こ
の
箇
所
で
の
葛
洪
は
、
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論
に
曰
く
、
莊
週
に
言
有
り
、
人
の
情
は
山
川
よ
り
險
し
と
。
其

の
動
靜
は
識
る
可
き
も
、
而
も
沈
阻
は
徵
ら
か
に
し
難
き
を
以
ふ

な
り
。
故
に
深
厚
の
性
、
情
貌
に
詭た

が

ひ
、
則
哲
の
鑒
、
惟
れ
帝
の

難
し
と
す
る
所
な
り
。
而
も
林
宗
の
雅
俗 

失
ふ
所
無
く
、
將
た

其
れ
性
を
明
ら
か
に
す
る
に
特
に
主
有
る
か
。
然
り
而
し
て
言
を

遜
り
行
を
危た

か

く
し
、
終
に
時
の
晦
き
に
亨と

ほ

る
も
、
恂
恂
と
し
て
善

く
導
き
、
士
を
し
て
成
名
を
慕
は
し
め
し
は
、
墨
孟
の
徒
と
雖
も
、

絶
る
能
は
ざ
る
な
り
。（『
後
漢
書
』
列
傳
五
十
八 

郭
太
傳
論
）
（（
（

）

堯
す
ら
困
難
と
す
る
人
物
評
價
（『
尙
書
』
皋
陶
謨
）
に
お
い
て
郭
泰

は
ま
っ
た
く
過
つ
こ
と
が
な
か
っ
た
と
す
る
范
曄
の
評
價
は
、
葛
洪
の

理
解
と
對
極
を
な
す
。
そ
し
て
、「
後
の
好
事
の
も
の
、
或
い
は
附
益

增
張
し
、
故
に
華
辭
の
不
經
な
る
も
の
多
く
、
又 

卜
相
の
書
と
類
す
。

今 

其
の
章
章
と
し
て
事
に
效
ら
か
な
る
者
を
錄
し
、
之
を
篇
末
に
著

す）
（（
（

」
と
述
べ
、あ
た
か
も
葛
洪
に
反
論
す
る
か
の
よ
う
に
、郭
泰
の
「
實

像
」
を
示
す
た
め
そ
の
人
物
批
評
の
實
例
を
郭
太
傳
に
列
擧
す
る
の
で

あ
る）

（（
（

。
で
は
袁
宏
の
『
後
漢
紀
』
は
ど
う
か
。

茲
よ
り
以
降
、
主 

其
の
權
を
失
ひ
、
閹
豎 

朝
に
當
り
、
佞
邪 

位

に
在
り
。
忠
義
の
士
、
發
憤
し
て
難
を
忘
れ
て
、
以
て
邪
正
の
衟

を
明
か
に
し
、
而
し
て
肆
直
の
風 

盛
ん
な
り
。
…
…
㈠
犹
ほ
譎

郭
泰
に
は
そ
も
そ
も
人
物
評
價
と
い
う
「
唐
虞
の
難
し
と
す
る
所
」
を

行
う
に
足
る
才
は
な
く
、
ま
た
陳
蕃
ら
三
公
九
卿
に
尊
重
さ
れ
る
影
響

力
を
有
し
な
が
ら
、
國
家
の
た
め
の
人
材
を
推
擧
し
て
そ
の
艱
難
を
救

う
こ
と
は
で
き
ず
、
た
だ
賓
客
を
招
合
し
て
私
黨
を
形
成
し
た
に
す
ぎ

な
い
、
と
す
る
。
さ
ら
に
葛
洪
は
こ
れ
に
續
く
段
落
で
、
同
じ
く
郭
泰

批
判
に
立
つ
者
と
し
て
諸
葛
恪
・
殷
伯
緖
・
週
昭
の
言
を
引
き
、
そ
の

人
物
評
價
の
空
虛
さ
、
利
己
性
、
攻
擊
性
を
も
批
判
す
る
。

吉
川
忠
夫）

（（
（

に
よ
れ
ば
、
葛
洪
乁
び
三
者
の
批
判
は
、
黨
人
が
淸
議
と

い
う
私
的
な
言
論
に
よ
っ
て
朝
政
を
誹
謗
し
、
士
人
層
を
扇
動
し
た
こ

と
に
あ
る
と
い
う
。
吉
川
は
、「
郭
泰
た
ち
の
人
物
品
題
は
、要
す
る
に
、

天
子
を
頂
點
と
す
る
整
然
た
る
官
僚
⺇
構
、
い
わ
ば
國
家
的
秩
序
の
外

に
お
け
る
、
民
閒
の
輿
論
に
も
と
ず
く
と
こ
ろ
の
そ
れ
自
體
ひ
と
つ
の

自
律
的
な
原
理
を
そ
な
え
た
秩
序
、
い
わ
ば
私
的
秩
序
の
創
造
を
意
味

し
て
い
る
」
と
分
析
し
、
さ
ら
に
か
か
る
郭
泰
批
判
が
「
た
だ
一
郭
泰

に
對
す
る
攻
擊
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
魏
晉
貴
族
の
生
活
、

ひ
い
て
は
魏
晉
貴
族
社
會
の
な
り
た
ち
そ
の
も
の
に
對
す
る
攻
擊
で
も

あ
っ
た
」
と
も
指
摘
す
る）

（（
（

。

こ
れ
に
對
し
范
曄
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
人
物
評
價
の
弊
害
が
論

じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
范
曄
は
郭
泰
の
人
物
批
評
家
と
し
て
の
偉
大

さ
を
全
面
的
に
稱
贊
す
る
。
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詐
を
尙
び
、
去
就
を
明
か
に
し
、
君
臣
を
閒
し
、
骨
肉
を
疏
し
、

天
下
の
人
を
し
て
專
ら
利
害
を
俟
た
し
む
れ
ば
、
弊
も
亦
た
大
な

り
。
…
…
㈡
私
惠
を
豎た

て
、
名
譽
を
要
め
、
意
氣
に
感
じ
、
睚
眥

を
讎
と
し
、
天
下
の
人
を
し
て
犯
敘
の
權
を
輕
ん
ぜ
し
む
れ
ば
、

弊
も
亦
た
大
な
り
。
…
…
㈢
同
異
を
立
て
、
朋
黨
を
結
び
、
偏
學

を
信
じ
、
衟
理
を
誣
し
、
天
下
の
人
を
し
て
爭
競
に
奔
走
せ
し
む

れ
ば
、
弊
も
亦
た
大
な
り
。
…
…
㈣
臧
否
を
定
め
、
是
非
を
窮
め
、

萬
乘
に
觸
れ
、
卿
相
を
陵
ぎ
、
天
下
の
人
を
し
て
自
ら
必
死
の
地

に
置
か
し
む
れ
ば
、
弊
も
亦
た
大
な
り
。
…
…
①
野
は
朝
を
議
せ

ず
、
處
は
務
を
談
ぜ
ず
、
少
は
長
を
論
ぜ
ず
、
賤
は
貴
を
辯
ぜ
ざ

る
は
、
先
王
の
教
な
り
。
傳
に
曰
く
、「
其
の
位
に
在
ら
ざ
れ
ば
、

其
の
政
を
謀
ら
ず
」
と
。「
天
下
に
衟
有
ら
ば
、庶
人
議
せ
ず
」
と
。

此
れ
之
の
謂
ひ
な
り
。
②
苟
く
も
斯
の
衟
を
失
ひ
、
庶
人 

政
を

干
し
、
權 

下
に
移
ら
ば
、
物
は
能
く
す
る
所
を
競
ひ
、
人
は
其

の
死
を
輕
ず
。
亂
の
所
以
な
り
。
乃
ち
夏
馥
の
形
を
毀
ち
て
以
て

死
を
免
れ
、
袁
閎
の
禮
を
滅
し
て
以
て
自
ら
全
く
す
る
に
至
り
て

は
、
豈
に
哀
し
か
ら
ず
や
。（『
後
漢
紀
』
卷
二
十
二 

孝
桓
帝
紀
下 

延

熹
九
年
）
（（
（

）
夫
れ
衟 

衰
ふ
れ
ば
則
ち
教 

虧
け
、幸
免 

苟
生
に
同
じ
。

③
教 

重
ん
ぜ
ら
る
れ
ば
則
ち
衟 

存
し
、
身
を
滅
ぼ
す
と
も
徒
死

と
爲
ら
ざ
る
は
、
名
教
を
固
く
す
る
所
以
な
り
。
汚
隆
は
、
世
時

の
盛
衰
な
り
。
亂
る
る
も
治
理
は
盡
き
ず
、
世 

弊
る
る
も
教
衟

は
絶
へ
ざ
る
所
以
の
者
は
、
任
教
の
人 

存
す
れ
ば
な
り
。
夫
れ

誠
を
稱
し
て
動
き
、
理
を
以
て
心
と
爲
す
は
、
此
れ
情
の
名
教
に

存
す
る
者
な
り
。
④
內
に
己
を
忘
れ
て
以
て
身
と
爲
さ
ざ
る
は
、

此
れ
名
教
を
利
す
る
者
な
り
。
名
教
に
情
あ
る
者
は
少
く
、
故
に

衟
は
千
載
よ
り
深
し
。
名
教
を
利
す
る
者
は
衆
く
、
故
に
衟
は
當

年
に
顯
る
。
蓋
し
濃
薄
の
誠
は
異
な
り
、
而
し
て
遠
近
の
義
は
殊

な
る
な
り
。
體
統
に
し
て
觀
れ
ば
、
斯
れ
名
教
を
利
す
る
も
の
の

取
る
所
な
り
。（『
後
漢
紀
』
卷
二
十
三 

孝
靈
帝
紀
上 

建
甯
二
年
）
（（
（

）

袁
宏
は
、「
肆
直
の
風
」
と
い
う
黨
人
の
淸
議
が
も
た
ら
す
「
弊
」

と
し
て
㈠
～
㈣
の
四
點
を
擧
げ
、
嚴
し
く
糾
彈
す
る
。
こ
れ
ら
が
示
す

淸
議
の
恣
意
性
や
利
己
性
、
ま
た
傍
線
①
本
來
す
べ
き
で
な
い
在
野
に

お
け
る
朝
廷
誹
謗
と
い
う
側
面
へ
の
批
判
は
、
こ
こ
ま
で
に
確
認
し
た

葛
洪
ら
の
言
說
と
通
底
す
る
。
さ
ら
に
袁
宏
は
こ
れ
に
加
え
て
、
朝
廷

誹
謗
の
結
果
と
し
て
②
上
下
の
秩
序
が
失
わ
れ
人
が
無
益
に
競
い
合
い

死
を
輕
ん
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
黨
人
の
過
激
行
動
が
黨
錮
の
禁
を

招
い
た
と
も
見
な
す
。
ゆ
え
に
袁
宏
に
と
っ
て
黨
人
が
死
に
至
っ
た
こ

と
は
、
③
④
名
教
を
輕
ん
じ
こ
れ
を
私
利
と
す
る
者
た
ち
の
無
駄
死
に

過
ぎ
な
か
っ
た）

（（
（

。「
犬
死
は
む
だ
だ
」
と
力
說
す
る
の
は
范
曄
で
は
な

く
む
し
ろ
袁
宏
で
あ
っ
た
。
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袁
宏
は
荀
彧
に
對
す
る
評
價
も
嚴
し
い
。

漢
は
桓
靈
よ
り
、
君 

其
の
柄
を
失
ひ
、
陵
遲
し
て
振
は
ず
、
亂 

海
內
を
殄
す
も
、
弱 

弊
を
致
し
て
、
虐 

民
に
乁
ば
ざ
る
を
以
て
、

劉
氏
の
澤
は
未
だ
盡
き
ず
、
天
下
の
望
は
未
だ
改
ま
ら
ず
。
故
に

征
伐
す
る
者
は
漢
を
奉
じ
、
爵
賞
を
拜
す
る
者
は
帝
を
稱
ふ
。
名

器
の
重
、
未
だ
嘗
て
一
日
と
し
て
漢
に
非
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。
…
…

劉
氏
の
天
下
を
失
ふ
は
、
荀
生 

之
を
爲
す
な
り
。
始
に
一
匡
を

圖
る
も
、
終
に
事
と
乖
へ
、
情 
見
は
れ
事 

屈
し
、
身
を
容
る
る

に
所
無
き
が
若
き
は
、
則
ち
荀
生
の
識 

不
智
爲
る
な
り
。
生
民

を
濟
ひ
、
其
の
塗
炭
を
振
ふ
を
取
る
も
、
百
姓 

安
ん
じ
て
君
位 

危
ふ
く
、
中
原 

定
ま
り
て
社
稷 

亡
ぶ
が
若
き
は
、
魏
に
於
て

と
雖
も
、
漢
に
於
て
已
に
疏
た
り
て
、
則
ち
荀
生
の
功 

不
義
爲

る
な
り
。
…
…
功
は
當
年
に
奮
ひ
、
跡
は
千
載
に
聞
ゆ
も
、
夫
の

終
身
に
流
涕
し
、敢
へ
て
燕
の
徒
隸
を
謀
ら
ざ
る
者
に
異
な
れ
り
。

己
よ
り
し
て
之
が
功
を
爲
す
も
、
而
も
己 

之
に
死
す
。
身
を
殺

す
も
犹
ほ
餘
媿
有
り
、
焉
ん
ぞ
以
て
名
を
成
す
に
足
ら
ん
や
。
惜

い
か
な
、
名
は
天
下
を
蓋
ふ
と
雖
も
、
而
も
衟
は
順
に
合
せ
ず
、

終
に
憂
ひ
を
以
て
卒
し
、
殞
さ
ざ
る
も
義
に
與
せ
ず
。（『
後
漢
紀
』

卷
三
十 

獻
帝
紀 

建
安
十
七
年
）
（（
（

）

袁
宏
は
、
後
漢
が
天
下
を
失
っ
た
の
は
荀
彧
が
曹
氏
の
簒
奪
を
輔
け

た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
と
し
て
、
荀
彧
の
不
忠
を
强
く
詰
る
。
ま
た
荀

彧
が
最
期
に
は
曹
操
に
死
に
追
い
込
ま
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
も
、
己
の

た
め
の
功
を
求
め
て
曹
氏
を
助
け
な
が
ら
結
局
曹
氏
の
た
め
に
死
し
た

の
で
あ
り
、
大
い
に
恥
ず
べ
き
不
義
不
仁
で
あ
る
と
い
う）

（（
（

。

こ
の
よ
う
に
袁
宏
の
黨
人
理
解
も
ま
た
范
曄
の
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く

異
な
る
。
た
と
え
ば
先
述
の
申
屠
蟠
の
事
例
に
つ
い
て
、
袁
宏
は
こ
れ

を
黨
人
の
過
激
さ
を
批
判
す
る
逸
話
と
し
て
寀
錄
す
る
が
、
范
曄
は
、

「
琛
寶
は
懷
可
き
も
、
貞
期
は
對あ

ひ
難
し
。
衟 

苟
く
も
運
に
違
は
ば
、

理
と
し
て
用
て
同
じ
く
廢
せ
ら
る
。其
の
遐と

ほ

く
棲
は
ん
と
す
る
よ
り
は
、

豈
に
穢
を
蒙
る
に
若
か
ん
。
悽
悽
た
る
碩
人
、
阿
に
陵
り
て
窮
退
す
。

明
姿
を
韜
伏
し
、
是
の
堙
曖
に
甘
ん
ず）

（（
（

」
と
し
て
、
申
屠
蟠
の
隱
逸
を

黨
人
よ
り
低
く
位
置
づ
け
る
。
ま
た
こ
の
申
屠
蟠
が
荀
爽
の
自
己
犧
牲

と
比
較
さ
れ
た
こ
と
は
先
に
見
た
。
范
曄
は
、
黨
人
の
過
激
さ
、
輕
率

さ
を
言
わ
な
い
。
先
述
の
通
り
、
范
曄
に
と
っ
て
黨
人
の
死
は
漢
を
護

持
す
る
義
擧
で
あ
り
、
荀
彧
は
あ
く
ま
で
も
漢
の
忠
臣
で
あ
っ
た
。

で
は
、
こ
う
し
た
葛
洪
・
袁
宏
・
范
曄
の
評
價
の
差
異
は
何
故
生
じ

た
の
か
。
こ
の
う
ち
、
貴
族
社
會
の
批
判
者
で
あ
る
葛
洪
が
范
曄
と
黨

人
觀
を
異
に
す
る
の
は
理
解
し
や
す
い
。
あ
る
い
は
、
范
曄
が
黨
人
を

評
價
す
る
理
由
も
、
吉
川
が
提
示
し
た
「
范
曄
の
屬
す
る
南
陽
の
范
氏

も
そ
の
一
員
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
六
朝
貴
族
社
會
、
そ
の
淵
源
と
典
型
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を
六
朝
人
が
後
漢
末
期
の
彼
ら
に
も
と
め
た
」
と
の
理
解
で
說
明
す
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
、
范
曄
と
同
じ
く
六
朝
貴

族
に
屬
す
る
は
ず
の
袁
宏
が
黨
人
を
評
價
し
な
い
理
由
ま
で
は
說
明
す

る
こ
と
が
で
き
ず
、
范
曄
の
獨
自
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。實

は
袁
宏
と
范
曄
は
、
後
漢
末
史
觀
と
い
う
點
で
は
そ
こ
ま
で
隔
絶

す
る
わ
け
で
は
な
い
。
渡
邉
義
澔）

（（
（

に
よ
れ
ば
、
袁
宏
の
認
識
で
は
、
桓

帝
・
靈
帝
以
降
の
混
亂
期
に
あ
っ
て
も
漢
に
對
す
る
「
衆
」
の
支
持
は

な
お
失
わ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
は
漢
を
悼
み
大
本
を
安
甯
に
し
よ
う
と

す
る
「
忠
賢
の
士
」
の
存
在
ゆ
え
に
他
な
ら
ず
、
そ
の
思
い
が
劉
備
の

季
漢
と
い
う
か
た
ち
で
漢
の
存
續
を
も
た
ら
し
た）

（（
（

の
で
あ
る
、と
い
う
。

前
節
で
見
た
『
後
漢
書
』
陳
蕃
傳
論
の
歷
史
觀
と
か
な
り
近
接
す
る
。

こ
こ
ま
で
似
た
歷
史
觀
を
述
べ
な
が
ら
、
そ
の
「
忠
賢
の
士
」
に
對
す

る
認
識
で
は
兩
者
が
大
き
く
異
な
る
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。

三
．
劉
宋
と
漢

范
曄
の
生
き
た
劉
宋
初
期
は
、
六
朝
時
代
で
も
と
り
わ
け
て
皇
帝
權

力
の
强
化
と
寒
門
・
寒
人
の
臺
頭
が
起
こ
っ
た
時
期
と
し
て
捉
え
ら
れ

る
。
岡
崎
文
夫）

（（
（

は
、
劉
宋
一
時
代
を
貴
族
層
迎
合
か
ら
寒
門
層
優
遇
へ

の
轉
換
と
し
て
見
た
。
宮
崎
市
定）

（（
（

も
、「
宋
齊
の
軍
閥
帝
王
は
自
尊
心

の
高
い
貴
族
か
ら
は
滿
幅
の
支
持
を
得
ら
れ
な
い
の
で
、
此
に
特
殊
な

側
近
政
治
が
始
ま
っ
た
。卽
ち
側
近
者
は
貴
族
出
身
の
大
臣
で
も
な
く
、

軍
功
を
立
て
た
將
軍
で
も
な
く
、賤
臣
出
身
の
才
幹
者
が
用
い
ら
れ
た
」

と
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
結
果
的
に
は
劉
宋
以
降
も
貴
族
は
依
然
と
し

て
政
治
的
優
越
を
保
ち
續
け
る
が
、
し
か
し
范
曄
の
生
き
た
劉
宋
前
半

期
は
、新
興
勢
力
で
あ
る
皇
帝
劉
氏
の
皇
位
不
安
定
に
よ
っ
て
貴
族
層
・

寒
門
層
の
黨
爭
が
起
こ
る
ほ
ど
、
貴
族
制
は
搖
ら
い
で
い
た）

（（
（

。

こ
う
し
た
中
で
、
范
曄
の
一
族
で
あ
る
南
陽
の
范
氏
は
そ
れ
な
り
の

待
遇
は
受
け
た
。
范
曄
の
父
范
泰
は
、
晉
宋
革
命
に
あ
た
っ
て
散
騎
常

侍

司
空
と
し
て
劉
裕
に
九
錫
を
授
與
す
る
使
者
と
な
り
、
劉
裕
受
命

後
は
光
祿
大
夫
を
拜
命
、
最
終
的
に
侍
中
・
特
進
・
國
子
祭
酒
・
領
江

夏
王
師
に
至
り
、
車
騎
將
軍
を
追
贈
さ
れ
た
。
そ
れ
で
も
實
態
と
し
て

は
「
治
を
爲
す
に
拙
く
、
故
に
政
事
の
官
に
在
る
を
得
ず
」
で
あ
っ
た

と
い
う
（『
宋
書
』
卷
六
十 

范
泰
傳
）。
一
方
范
曄
は
、義
煕
十
四
（
四
一
八
）

年
に
相
國
掾
と
し
て
劉
裕
の
幕
僚
と
な
り
、
劉
宋
建
國
後
は
彭
城
王
劉

義
康
の
冠
軍
參
軍
と
な
り
、
隨
府
し
て
右
軍
參
軍
、
荊
州
別
駕
從
事
史

に
轉
じ
、
劉
義
康
が
司
徒
に
遷
る
と
そ
の
從
事
中
郞
と
な
る
な
ど
、
劉

宋
最
初
期
の
范
曄
は
ほ
ぼ
一
貫
し
て
劉
義
康
の
幕
僚
で
あ
っ
た
。
と
こ

ろ
が
元
嘉
九
（
四
三
二
）
年
、
そ
の
劉
義
康
の
母
の
葬
儀
に
て
挽
歌
を

聽
き
な
が
ら
痛
飮
す
る
と
い
う
不
敬
を
犯
し
て
怒
り
を
買
い
、
宣
城
太
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守
に
左
遷
さ
れ
る
。
こ
の
鬱
々
と
し
た
宣
城
太
守
時
代
に
撰
述
し
た
も

の
こ
そ
、
他
な
ら
ぬ
『
後
漢
書
』
で
あ
っ
た
。
の
ち
復
歸
し
、
元
嘉
十

七
（
四
四
〇
）
年
前
後
に
は
始
興
王
劉
濬
の
後
軍
長
史
と
し
て
南
下
邳

太
守
を
領
し
、幼
き
始
興
王
に
代
わ
っ
て
諸
務
を
委
ね
ら
れ
た
と
い
う
。

そ
し
て
元
嘉
十
九
（
四
四
二
）
年
に
左
衞
將
軍
に
遷
り
、
翌
々
年
に
は

太
子
詹
事
を

ね
る
に
至
る
が
、
元
嘉
二
十
二
（
四
四
六
）
年
、
か
つ

て
仕
え
た
彭
城
王
劉
義
康
の
奉
戴
を
畫
策
し
た
と
の
大
逆
の
罪
に
よ
り

刑
死
す
る
。
范
曄
の
亂
で
あ
る
。
時
に
四
十
八
歲
で
あ
っ
た）

（（
（

。

こ
の
よ
う
に
父
范
泰
は
晉
宋
革
命
期
の
元
老
と
し
て
遇
さ
れ
、
ま
た

范
曄
も
劉
裕
の
卽
位
前
か
ら
そ
の
幕
僚
と
な
り
、
紆
餘
曲
折
の
末
に
文

帝
に
そ
の
文
才
を
認
め
ら
れ
て
國
政
に
參
與
し
た
。
し
か
し
、
い
ず
れ

も
政
權
の
樞
要
を
與
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
川
合
安）

（（
（

は
、
范
曄
が
政

權
擔
當
に
積
極
的
姿
勢
を
示
し
な
が
ら
文
帝
政
權
內
で
疎
外
感
を
深
め

た
こ
と
を
、范
曄
謀
叛
の
背
景
と
し
て
推
測
し
て
い
る
。
あ
る
い
は『
宋

書
』
范
曄
傳
に
、「
曄 

素
よ
り
閨
庭
の
論
議
有
り
、
朝
野
の
知
る
所
な

り
。
故
に
門
冑
は
華
と
雖
も
、而
も
國
家 

與
に
姻
娶
せ
ず
」
と
あ
っ
て
、

范
氏
は
一
族
の
醜
聞
に
よ
り
皇
族
劉
氏
に
婚
姻
を
避
け
ら
れ
て
い
た
。

小
尾
孝
夫）

（（
（

に
よ
れ
ば
、
劉
宋
は
皇
帝
家
の
姻
族
に
强
く
依
存
し
、
宗
室

に
準
ず
る
役
割
を
期
待
し
て
い
た
と
い
う
。
范
氏
は
そ
の
姻
族
に
參
入

す
る
こ
と
を
拒
ま
れ
て
い
た
。
范
曄
傳
は
、
こ
の
こ
と
が
范
曄
が
謀
議

に
參
加
す
る
契
⺇
で
あ
っ
た
と
す
る
。
范
氏
は
、
貴
族
と
し
て
の
政
治

的
優
位
性
を
保
證
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

『
後
漢
書
』
は
、
か
か
る
范
曄
の
不
遇
時
期
、
そ
し
て
范
氏
を
含
む

貴
族
斜
陽
の
時
代
に
編
纂
さ
れ
た
。范
曄
が
東
晉
の
袁
宏
と
異
な
っ
て
、

黨
人
と
い
う
貴
族
の
祖
を
擁
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
の
第

一
は
お
そ
ら
く
こ
こ
に
あ
ろ
う
。

そ
し
て
理
由
の
第
二
と
し
て
、
范
曄
が
黨
人
宣
揚
の
た
め
に
漢
と
の

關
係
性
を
强
調
し
た
こ
と
に
註
目
し
た
い
。

前
後
の
各
王
朝
と
同
じ
く
、
劉
宋
も
「
古
典
中
國）

（（
（

」
で
あ
る
漢
を
尊

重
し
た
。
目
黑
杏
子）

（（
（

は
、『
宋
書
』
卷
十
四 

禮
志
一
に
記
さ
れ
る
南
朝

宋
の
南
郊
祭
祀
の
儀
禮
次
第
が
後
漢
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
と
し
て
お
り
、

ま
た
戶
川
貴
行）

（（
（

は
、
曹
魏
か
ら
劉
宋
に
か
け
て
南
郊
や
宗
廟
儀
禮
な
ど

の
國
家
儀
禮
が
斷
絶
し
た
た
め
、
劉
宋
を
含
め
江
南
政
權
は
後
漢
に
關

す
る
記
錄
の
影
響
を
受
け
て
諸
制
度
を
整
備
し
た
と
い
う
。

た
だ
し
、
劉
宋
で
は
漢
は
「
古
典
」
以
上
の
意
味
を
持
つ
。
受
命
の

君
劉
裕
が
漢
の
末
裔
を
稱
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。『
宋
書
』
武
帝
紀

上
は
、
劉
裕
は
漢
の
高
祖
劉
邦
の
弟
で
あ
る
楚
王
劉
交
の
二
十
二
世
孫

で
あ
る
と
記
し
、あ
る
い
は『
宋
書
』樂
志
二 「
大
會
行
禮
歌
」に
は
、「
大

い
な
る
か
な
皇
宋
、
長
く
の
祥
を
發
す
。
纂
系
は
漢
に
在
り
て
、
統
源

は
唐
に
伊よ

る
」
と
唱
わ
れ
る
箇
所
が
あ
る
。
ま
た
武
帝
紀
論
に
は
以
下
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の
よ
う
に
あ
る
。

史
臣
曰
く
、
漢
氏 

祀
を
四
百
に
載か

さ

ね
、
祚
を
隆
週
に
比な

ら

べ
、
復

た
四
海 
橫
潰
す
と
雖
も
、而
も
民 

劉
氏
に
繫か

け
、惵
惵
た
る
黔
首
、

未
だ
遷
奉
の
心
有
ら
ず
。
魏
武
は
直
だ
兵
威
を
以
て
衆
を
服
し
、

故
に
能
く
坐
し
て
天
曆
を
移
す
も
、
鼎
運 

雖た

だ
改
む
る
の
み
に

し
て
、
而
し
て
民 
未
だ
漢
を
忘
れ
ず
。
魏
室
の
衰
孤
す
る
に
乁

び
て
、
怨
非 

下
に
結
ば
る
。
晉
は
宰
輔
の
柄
を
藉
り
、
皇
族
の

微
な
る
に
因
り
て
、
世
々
重
權
を
擅
に
し
、
用
て
王
業
を
基は

じ

む
。

宋
祖
の
受
命
す
る
に
至
り
て
、
義 
前
模
を
越
ゆ
。
…
…
高
祖
は

地 

桓
文
に
非
ず
、
衆 

一
旅
も
無
き
も
、
曾 
浹
旬
な
ら
ず
し
て
、

凶
を
夷
ら
げ
暴
を
翦
ち
、
晉
を
祀
り
天
に
配
し
、
舊
物
を
失
は
ず
、

內
を
誅
し
外
を
淸
め
、
功 

區
宇
に
格い

た

る
。
鍾
石 
聲
を
變
じ
、
柴

天 

物
を
改
む
。
民
の
巳
に
晉
よ
り
去
る
こ
と
、
延
康
の
初
と
異

に
し
、
功
の
實
に
亂
を
靜
む
る
こ
と
、
又 

咸
熙
の
末
と
殊
に
す
。

恭
皇
の
高
遜
し
、
殆
ど
均
し
く
釋
負
す
る
所
以
な
り
。（『
宋
書
』

卷
三 

武
帝
紀
下
）
（（
（

）

沈
約
は
、
劉
裕
の
史
論
を
漢
よ
り
書
き
起
こ
す
。
漢
祚
は
週
に
匹
敵

し
、
そ
の
漢
が
衰
退
し
て
魏
に
禪
讓
し
て
も
そ
れ
は
帝
運
が
遷
っ
た
だ

け
の
こ
と
で
、
民
は
な
お
心
變
わ
り
す
る
こ
と
な
く
漢
を
忘
れ
な
か
っ

た
と
す
る
。
そ
し
て
武
力
で
衆
を
屈
服
さ
せ
た
魏
、
魏
の
大
權
を
恣
に

し
て
王
業
を
立
て
た
晉
に
對
し
、
宋
は
「
未
だ
漢
を
忘
れ
ざ
る
」
の
民

心
を
得
る
こ
と
で
は
魏
よ
り
優
れ
、
桓
玄
の
亂
を
鎭
壓
し
た
功
績
で
は

晉
に
勝
る
と
い
う
。
ゆ
え
に
劉
裕
の
受
命
は
「
義 

前
模
を
越
ゆ
」
な

の
で
あ
っ
た
。
沈
約
は
劉
裕
の
義
の
淵
源
を
漢
に
求
め
る
の
で
あ
る
。

か
か
る
劉
宋
と
漢
の
關
係
は
、
劉
裕
受
命
の
際
に
も
宣
揚
さ
れ
た
。

冀
州
に
沙
門
の
法
稱 

將
に
死
な
ん
と
す
る
有
り
、
其
の
弟
子
た

る
普
嚴
に
語
り
て
曰
く
、「
嵩
の
皇
神 

我
に
吿
げ
て
云
ふ
、「
江

東
に
劉
將
軍
有
り
、
是
れ
漢
家
の
苗
裔
た
り
て
、
當
に
天
命
を
受

く
べ
し
。
吾 

三
十
二
璧
・
鎭
金
一
餅
を
以
て
、
將
軍
に
與
へ
信

と
爲
さ
ん
。
三
十
二
璧
な
る
は
、
劉
氏
の
卜
世
の
數
な
り
」
と
」

と
。普
嚴 

以
て
同
學
の
法
義
に
吿
ぐ
。法
義 

十
三
年
七
月
を
以
て
、

嵩
高
廟
の
石
壇
の
下
に
玉
璧
三
十
二
枚
・
黃
金
一
餅
を
得
る
。（『
宋

書
』
卷
二
十
七 

符
瑞
志
上
）
（（
（

）

佛
僧
法
義
（
慧
義
と
も
）
が
嵩
山
の
神
か
ら
の
神
託
を
聞
き
、
劉
裕

に
そ
の
受
命
を
言
祝
ぐ
三
十
二
璧
・
鎭
金
一
餅
を
も
た
ら
し
た
逸
話
は
、

同
時
代
の
戴
祚
『
西
征
記）

（（
（

』
に
す
で
に
見
え
る
ほ
か
、『
高
僧
傳
』
卷

七 
釋
慧
義
傳
に
も
ほ
ぼ
同
內
容
で
寀
錄
さ
れ
る
。
板
野
長
八）

（（
（

は
、「
慧

義
の
見
解
に
よ
れ
ば
王
者
は
佛
の
依
囑
を
受
け
た
も
の
、
乃
至
は
佛
の

子
で
あ
っ
て
、
云
は
ば
佛
の
延
長
で
あ
り
、
且
つ
佛
の
延
長
た
る
こ
と

は
王
者
に
限
ら
れ
て
ゐ
る
。
…
…
王
者
は
當
今
の
如
來
な
り
（
魏
書
釋
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老
志
）
と
云
ふ
法
果
の
思
想
に
近
づ
く
も
の
」
で
あ
る
と
し
、
ま
た
こ

の
背
景
と
し
て
、佛
敎
徒
に
王
者
へ
の
禮
敬
を
强
い
た
桓
玄
と
異
な
り
、

劉
裕
が
佛
教
と
積
極
的
に
協
調
し
た
こ
と
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
あ
る

い
は
塚
本
善
隆）

（（
（

は
、
劉
裕
が
佛
教
保
護
に
轉
じ
た
由
來
の
ひ
と
つ
と
し

て
、
こ
の
慧
義
に
よ
る
「
漢
高
祖
の
子
孫
で
あ
る
劉
裕
こ
そ
は
天
命
を

う
け
て
天
子
た
る
人
で
あ
る
こ
と
を
證
明
す
る
神
授
の
金
璧
を
求
め
る

と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
禪
讓
革
命
を
進
め
る
爲
の
一
芝
居
」
を
擧
げ
る
。

兩
者
が
指
摘
す
る
通
り
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
佛
教
か
ら
の
劉
裕
正
統
化

運
動
で
あ
る
が
、そ
の
正
統
性
の
根
據
と
し
て
劉
裕
が
「
漢
家
の
苗
裔
」

で
あ
る
こ
と
が
擧
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
註
目
す
べ
き
で
あ
る
。

さ
ら
に
こ
の
瑞
祥
は
佛
教
だ
け
で
な
く
衟
教
に
も
利
用
さ
れ
た
。

劉
氏
の
胤
、
有
衟
の
體
な
り
。
絕
へ
て
更
に
續
ぎ
、
天 

授
け
て

圖
に
應
ず
。
中
嶽
の
靈
瑞
は
、
二
十
二
璧
、
黃
金
一
民
、
以
て
本

姓
を
證
す
。
九
尾
の
狐 

至
り
、
靈
寶 

世
に
出
で
、
甘
露 
庭
に
降

り
、
三
角
の
牛 

到
り
、
六
鍾
靈
形
、
巨
獸
雙
象
、
人
中
に
來
儀

し
て
⻝
ら
ふ
。
房
廟
の
祇
、
一
に
皆 

罷
廢
し
、
正
を
治
む
る
に

衟
を
以
て
し
、
故
氣
を
蕩
除
す
る
こ
と
、
此
れ
豈
に
太
上
の
信
に

非
ざ
ら
ん
や
。
宋
帝
劉
氏
は
是
れ
漢
の

冑
な
り
て
、
恆
に
衟
と

與
に
緣
を
結
ぶ
。
宋
國
の
衟
有
る
こ
と
多
し
。（『
三
天
內
解
經
』
卷

上
〈sn1205

〉）
（（
（

）

劉
宋
初
期
の
成
立
と
さ
れ
る
『
三
天
內
解
經
』
で
は
、
以
上
の
よ
う

に
劉
裕
の
受
命
を
表
す
瑞
祥
が
列
擧
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
ひ
と
つ
に

「
二
十
二
璧
、黃
金
一
民
」
と
い
う
件
の
中
嶽
（
嵩
山
）
の
靈
瑞
が
あ
り
、

ま
た
こ
ち
ら
で
も
劉
裕
の
系
統
が
そ
の
正
統
性
の
ひ
と
つ
と
し
て
示
さ

れ
て
い
る
。
小
林
正
美）

（（
（

は
、
衟
教
か
ら
劉
裕
贊
美
が
な
さ
れ
た
理
由
と

し
て
、
孫
恩
・
盧
循
の
亂
平
定
に
よ
り
臺
頭
し
た
劉
裕
の
卽
位
を
受
け
、

天
師
衟
教
徒
が
危
⺇
感
を
抱
い
た
こ
と
、
劉
宋
の
庇
護
を
受
け
隆
盛
し

た
大
乘
佛
教
に
對
抗
す
る
心
が
芽
生
え
た
こ
と
を
擧
げ
る
。こ
の
樣
に
、

同
時
代
の
佛
教
・
衟
教
が
劉
宋
の
受
命
を
正
統
化
せ
ん
と
圖
る
中
で
、

い
ず
れ
の
事
例
で
も
劉
裕
が
漢
の
末
裔
た
る
こ
と
が
明
確
に
示
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
、
劉
裕
自
身
が
そ
の
正
統
性
の
根
源
を
漢
に
求
め
て
い
た

こ
と
を
物
語
る
。

こ
う
し
た
時
代
の
中
で
、
范
曄
は
黨
人
を
漢
と
結
び
つ
け
る
こ
と
で

そ
の
宣
揚
を
圖
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

范
曄
は
、黨
人
が
宦
官
と
對
決
し
た
こ
と
を
漢
に
殉
じ
る
行
爲
と
し
、

そ
れ
に
よ
り
民
は
漢
を
慕
う
心
を
失
わ
ず
、
漢
の
滅
亡
が
引
き
伸
ば
さ

れ
た
と
見
な
し
た
。
あ
る
い
は
漢
の
破
壞
者
董
卓
・
曹
操
に
與
し
た
荀

爽
・
荀
彧
を
擁
護
を
し
て
兩
者
の
本
心
が
あ
く
ま
で
漢
の
存
續
に
あ
っ
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た
こ
と
を
主
張
し
、
ま
た
漢
の
滅
亡
は
必
然
で
あ
っ
て
そ
の
咎
が
荀
彧

に
な
い
こ
と
を
强
調
し
た
。
そ
れ
は
つ
ま
り
黨
人
が
漢
に
忠
で
あ
っ
た

こ
と
と
同
樣
に
、
そ
の
裔
た
る
六
朝
貴
族
が
漢
の
裔
た
る
劉
宋
を
輔
弼

す
る
に
足
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
貴
族
と
は
そ
う
あ
る
べ
き
存
在
で
あ
る

こ
と
の
表
現
で
は
な
い
か
。

こ
う
し
た
歷
史
觀
は
范
曄
ひ
と
り
に
留
ま
ら
な
い
。
同
時
代
の
裴
松

之
は
『
三
國
志
』
註
に
お
い
て
、
荀
彧
が
曹
操
を
佐
け
た
の
は
漢
を
護

持
す
る
た
め
の
權
宜
の
策
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
漢
は
命
脈
を
延
長

さ
せ
た
と
評
し
、
荀
彧
が
漢
祚
を
傾
け
た
と
す
る
世
の
論
者
に
反
駁
し

た）
（（
（

。
范
曄
と
軌
を
一
に
す
る
荀
彧
論
で
あ
る
。
あ
る
い
は『
世
說
新
語
』

は
、
渡
邉
義
澔）

（（
（

に
よ
れ
ば
當
該
時
代
に
お
け
る
貴
族
の
あ
り
方
を
總
括

す
る
こ
と
を
目
指
し
た
書
で
あ
る
と
い
う
が
、
氏
は
「
劉
宋
で
も
貴
族

制
を
繼
續
し
て
い
く
た
め
に
貴
族
の
あ
り
方
を
規
定
す
る
書
と
な
る
こ

と
を
目
指
」
す
こ
と
の
一
環
と
し
て
、「
劉
家
を
守
ろ
う
と
し
た
後
漢

末
の
「
名
士
」
た
ち
に
、『
世
說
新
語
』
は
、
劉
宋
の
貴
族
を
重
ね
た
」

と
指
摘
し
て
い
る
。

范
曄
は
『
後
漢
書
』
の
史
論
を
通
し
て
、
同
時
代
に
お
け
る
國
家
に

對
す
る
貴
族
の
價
値
を
問
い
直
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
１
）　

川
勝
義
雄『
六
朝
貴
族
制
社
會
の
硏
究
』（
岩
波
書
店
、一
九
八
二
年
）、

增
淵
龍
夫
『
中
國
古
代
の
社
會
と
國
家
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
）、

矢
野
主
稅
『
門
閥
社
會
成
立
史
』（
國
書
刋
行
會
、
一
九
七
六
年
）、
多

田
狷
介
『
漢
魏
晉
史
の
硏
究
』（
汲
古
書
院
、
一
九
九
九
年
）、
渡
邉
義

澔『
後
漢
國
家
の
支
配
と
儒
教
』（
雄
山
閣
出
版
、一
九
九
五
年
）を
參
照
。

（
２
）　

吉
川
忠
夫
「
范
曄
と
後
漢
末
期
」（『
古
代
學
』
一
三
︱
三･

四
、
一

九
六
七
年
。
同
氏『
六
朝
精
神
史
硏
究
』〈
同
朋
社
、一
九
八
四
年
〉所
收
）。

（
３
）　

渡
邉
義
澔
「
後
漢
時
代
の
黨
錮
に
つ
い
て
」（『
史
峯
』
六
、
一
九
九

一
年
。
前
揭
『
後
漢
國
家
の
支
配
と
儒
教
』
所
收
）、
西
川
利
文
「
胡

廣
傳
覺
書 

黨
錮
事
件
理
解
の
前
提
と
し
て
」（『
佛
教
大
學
文
學
部
論

集
』
八
二
、
一
九
九
八
年
）
を
參
照
。

（
４
）　

ま
た
安
部
聰
一
郞
も
、『
後
漢
書
』
に
見
ら
れ
る
「
三
君
八
俊
」
な

ど
の
「
名
士
の
番
付
」
の
歷
史
的
變
遷
や
『
後
漢
書
』
郭
太
傳
の
硏
究

を
通
し
て
、『
後
漢
書
』
の
背
景
と
な
っ
た
六
朝
貴
族
の
自
己
認
識
や

王
朝
の
正
統
問
題
を
課
題
と
し
て
擧
げ
て
い
る
。
詳
細
は
安
部
聰
一
郞

「
黨
錮
の
「
名
士
」
再
考　

―

貴
族
制
成
立
過
程
の
再
檢
討
の
た
め
に
」

（『
史
學
雜
誌
』
一
一
一
︱
一
〇 

、
二
〇
〇
二
年
）、
安
部
聰
一
郞
「『
後

漢
書
』
郭
太
列
傳
の
構
成
過
程　

人
物
批
評
家
と
し
て
の
郭
泰
像
の
成

立
」（『
金
澤
大
學
文
學
部
論
集　

史
學
・
考
古
學
・
地
理
學
篇
』 

二
八
、

二
〇
〇
八
年
）
を
參
照
。

（
５
）　
『
後
漢
書
』
の
敍
述
か
ら
范
曄
獨
特
の
歷
史
觀
を
見
出
し
、
そ
の
背

景
を
范
曄
が
生
き
た
當
時
に
求
め
る
と
い
う
方
法
論
は
、
近
年
發
表
さ
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れ
た
渡
邉
將
智
の
硏
究
に
も
通
じ
、
第
一
節
で
詳
述
す
る
吉
川
忠
夫
の

硏
究
と
と
も
に
本
稿
が
據
る
と
こ
ろ
は
大
き
い
。
渡
邉
は
、
范
曄
が
後

漢
和
帝
期
以
降
の
政
局
を
「
帝
位
の
正
統
な
繼
承
に
盡
力
し
た
人
物
」

と
「
帝
位
の
非
正
統
な
繼
承
を
企
圖
し
た
人
物
」
の
對
立
と
い
う
構
圖

で
見
て
お
り
、
そ
の
背
景
に
時
の
輔
政
で
あ
る
劉
義
康
と
そ
の
與
黨
で

あ
る
寒
門
・
寒
人
層
へ
の
批
判
が
あ
る
と
し
た
。
渡
邉
將
智
「
范
曄
『
後

漢
書
』
の
人
物
評
價
と
後
漢
中
後
期
の
政
治
過
程
」（『
古
代
文
化
』
六

九
︱
一
、
二
〇
一
七
年
）
を
參
照
。

（
６
）　

黨
人
が
文
化
的
・
價
値
基
準
的
な
意
味
に
お
い
て
貴
族
の
祖
と
見
な

し
う
る
こ
と
は
、
堀
敏
一
「
九
品
中
正
制
度
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て ―

魏
晉
の
貴
族
制
社
會
に
か
ん
す
る
一
考
察
」（『
東
洋
文
化
硏
究
所
紀
要
』

四
五
、
一
九
六
八
年
）
を
參
照
。

（
７
）　
「
論
曰
、
桓
靈
之
世
、
若
陳
蕃
之
徒
、
咸
能
樹
立
風
聲
、
抗
論
惛
俗
。

而
驅
馳
嶮
阸
之
中
、
與
刑
人
腐
夫
同
朝
爭
衡
、
終
取
滅
亡
之
禍
者
、
彼

非
不
能
絜
情
志
、
違
埃
霧
也
。
愍
夫
世
士
以
離
俗
爲
高
、
而
人
倫
莫
相

恤
也
。
以
遯
世
爲
非
義
、
故
屢
退
而
不
去
、
以
仁
心
爲
己
任
、
雖
衟
遠

而
彌
厲
。
乁
遭
際
會
、
協
策
竇
武
、
自
謂
萬
世
一
遇
也
。
懍
懍
乎
伊
望

之
業
矣
。
功
雖
不
終
、
然
其
信
義
足
以
攜
持
民
心
。
漢
世
亂
而
不
亡
、

百
餘
年
閒
、
數
公
之
力
也
」。

（
８
）　

漢
が
滅
亡
に
瀕
し
な
が
ら
な
お
陳
蕃
た
ち
忠
良
に
よ
り
命
數
を
長
ら

え
さ
せ
た
と
す
る
歷
史
認
識
は
、『
後
漢
書
』
桓
帝
紀
論
や
列
傳
五
十

一
論
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。『
後
漢
書
』
は
そ
の
成
立
事
情
の
た

め
に
表
現
さ
れ
る
こ
と
す
べ
て
が
范
曄
の
認
識
で
あ
っ
た
と
卽
斷
す
る

こ
と
が
難
し
い
。
し
か
し
他
卷
の
論
贊
で
も
同
樣
の
理
解
が
見
ら
れ
る

こ
と
は
、
こ
れ
を
范
曄
の
認
識
と
見
な
す
こ
と
に
一
定
の
妥
當
性
を
與

え
よ
う
。

（
９
）　
「
陳
蕃
蕪
室
、
志
淸
天
綱
。
人
謀
雖
緝
、
幽
運
未
當
。
言
觀
殄
瘁
、

曷
非
云
亡
」（『
後
漢
書
』
列
傳
五
十
六 

贊
）。

（
10
）　
「
論
曰
、
竇
武
・
何
進
藉
元
舅
之
資
、
據
輔
政
之
權
、
內
倚
太
后
臨

朝
之
威
、
外
迎
羣
英
乘
風
之
埶
、
卒
而
事
敗
閹
豎
、
身
死
功
穨
、
爲
世

所
悲
。
豈
智
不
足
而
權
有
餘
乎
。
傳
曰
、
天
之
廢
商
久
矣
、
君
將
興
之
。

斯
宋
襄
公
所
以
敗
於
泓
也
」。

（
11
）　
「
論
曰
、
李
膺
振
拔
汙
險
之
中
、
蘊
義
生
風
、
以
鼓
動
流
俗
、
激
素

行
以
恥
威
權
、
立
廉
尙
以
振
貴
埶
、
使
天
下
之
士
奮
迅
感
槩
、
波
蕩
而

從
之
。
…
…
子
曰
、
衟
之
將
廢
也
與
、
命
也
」。

（
12
）　
「
贊
曰
、渭
以
涇
濁
、玉
以
礫
貞
。
物
性
既
區
、嗜
惡
從
形
。
蘭
蕕
無
竝
、

銷
長
相
傾
。
徒
恨
、
芳
膏
煎
灼
燈
明
」。

（
13
）　
『
後
漢
書
』
列
傳
五
十
七 

黨
錮 

張
儉
傳
に
、「
論
曰
、
昔
魏
齊
違
死

虞
卿
解
印
、
季
布
迯
亡
朱
家
甘
罪
。
而
張
儉
見
怒
時
王
、
顚
沛
假
命
。

天
下
聞
其
風
者
、
莫
不
憐
其
壯
志
、
而
爭
爲
之
主
。
至
乃
捐
城
委
爵
、

破
族
屠
身
、
蓋
數
十
百
所
。
豈
不
賢
哉
。
然
儉
以
區
區
一
掌
、
而
欲
獨

堙
江
河
、
終
嬰
疾
甚
之
亂
。
多
見
其
不
知
量
也
」
と
あ
る
。

（
14
）　
「
其
所
經
歷
、
伏
重
誅
者
以
十
數
、
宗

竝
皆
殄
滅
、
郡
縣
爲
之
殘
破
」

（『
後
漢
書
』
列
傳
五
十
七 

黨
錮 

張
儉
傳
）。

（
15
）　
「
論
曰
、荀
爽
・
鄭
玄
・
申
屠
蟠
倶
以
儒
行
爲
處
士
、累
徵
竝
謝
病
不
詣
。

乁
董
卓
當
朝
、復
備
禮
召
之
。
蟠
・
玄
竟
不
屈
以
全
其
高
。
爽
已
黃
髮
矣
、
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獨
至
焉
、
未
十
旬
而
取
卿
相
。
意
者
疑
其
乖
趣
舍
、
余
竊
商
其
情
、
以

爲
出
處
君
子
之
大
致
也
。
平
運
則
弘
衟
以
求
志
、
陵
夷
則
濡
跡
以
匡
時
。

荀
公
之
急
急
自
勵
、
其
濡
跡
乎
。
不
然
、
何
爲
違
貞
吉
而
履
虎
尾
焉
」。

（
16
）　

な
お
、
こ
こ
で
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
鄭
玄
を
范
曄
が
尊
重
し
て
い

た
こ
と
は
、
吉
川
忠
夫
訓
註
『
後
漢
書 

第
一
册
』（
岩
波
書
店
、
二
〇

〇
一
年
）
の
解
題
で
指
摘
さ
れ
る
。
范
曄
の
祖
父
范
甯
の
學
問
は
、
鄭

玄
の
學
統
を
汲
む
。
范
曄
は
そ
の
鄭
玄
を
比
較
對
象
に
し
て
ま
で
、
荀

爽
の
自
己
犧
牲
を
高
く
評
價
し
た
の
で
あ
る
。
吉
川
忠
夫
「
范
甯
の
生

活
と
學
問
」（『
東
洋
史
硏
究
』
二
五
︱
四
、
一
九
六
七
年
。
前
揭
『
六

朝
精
神
史
硏
究
』
所
收
）
も
參
照
。

（
17
）　
「
論
曰
、
自
遷
帝
西
京
、
山
東
騰
沸
、
天
下
之
命
倒
縣
矣
。
荀
君
乃

越
河
冀
、
閒
關
以
從
曹
氏
。
察
其
定
舉
措
、
立
言
策
、
崇
明
王
略
、
以

急
國
艱
、
豈
云
因
亂
假
義
、
以
就
違
正
之
謀
乎
。
誠
仁
爲
己
任
、
期
紓

民
於
倉
卒
也
。
乁
阻
董
昭
之
議
、
以
致
非
命
、
豈
數
也
夫
。
世
言
荀
君

者
、
通
塞
或
過
矣
。
…
…
方
時
運
之
屯
邅
、
非
雄
才
無
以
濟
其
溺
、
功

高
埶
彊
、
則
皇
器
自
移
矣
。
此
又
時
之
不
可
竝
也
。
蓋
取
其
歸
正
而
已
、

亦
殺
身
以
成
仁
之
義
也
」。

（
18
）　
「
言
彧
本
心
不
背
漢
也
」（『
後
漢
書
』
列
傳
六
十 

荀
彧
傳 

李
賢
註
）。

（
19
）　
「
是
時
太
學
生
三
萬
餘
人
、
皆
推
先
陳
蕃
・
李
膺
、
被
服
其
行
。
由

是
學
生
同
聲
競
爲
高
論
、
上
議
執
政
、
下
議
卿
士
。
…
…
申
屠
蟠
嘗
游

太
學
、
退
而
吿
人
曰
、
昔
戰
國
之
世
、
處
士
橫
議
、
列
國
之
王
、
爭
爲

擁
彗
先
驅
、
卒
有
坑
儒
之
禍
。
今
之
謂
矣
。
乃
絶
跡
於
梁
碭
之
閒
、
居

三
年
而
滂
乁
難
」。

（
20
）　
「
由
此
觀
之
、
不
務
交
游
者
、
非
政
之
惡
也
。
心
存
於
職
業
而
不
遑

也
。
…
…
乁
夫
古
之
賢
者
亦
然
、
則
何
爲
其
不
獲
賢
交
哉
。
非
有
釋
王

事
、
廢
交
業
、
游
遠
邦
、
曠
年
歲
者
也
。
故
古
之
交
也
近
、
今
之
交
也

遠
。
古
之
交
也
寡
、
今
之
交
也
衆
。
古
之
交
也
爲
求
賢
、
今
之
交
也
爲

名
利
而
已
矣
。
…
…
桓
靈
之
世
其
甚
者
也
。
自
公
卿
大
夫
、
州
牧
郡
守
、

王
事
不
恤
、
賓
客
爲
務
。
…
…
詳
察
其
爲
也
、
非
欲
憂
國
恤
民
、
謀
衟

講
德
也
。
徒
營
己
治
私
、
求
勢
逐
利
而
已
」（『
中
論
』
譴
交
第
十
二
）。

ほ
か
『
中
論
』
に
お
け
る
淸
議
批
判
に
つ
い
て
は
、
增
淵
龍
夫
「
後
漢

黨
錮
事
件
の
史
評
に
つ
い
て
」（『
一
橋
論
叢
』四
四
︱
六
、一
九
六
〇
年
。

前
揭『
中
國
古
代
の
社
會
と
國
家
』所
收
）、和
久
希「
徐
幹
の
經
學　
「
大

衟
の
中
」を
め
ぐ
っ
て
」（『
中
國
文
化
』六
六
、二
〇
〇
八
年
。
同
氏『
六

朝
言
語
思
想
史
硏
究
』〈
汲
古
書
院
、
二
〇
一
七
年
〉
所
收
）、
渡
邉
義

澔
「
曹
丕
の
『
典
論
』
と
政
治
規
範
」（『
三
國
志
硏
究
』
四
、
二
〇
〇

九
年
。
同
氏
『「
古
典
中
國
」
に
お
け
る
文
學
と
儒
教
』〈
汲
古
書
院
、

二
〇
一
五
年
〉
所
收
）
な
ど
の
硏
究
が
あ
る
。

（
21
）　
「
序
云
、
佞
邪
穢
政
、
愛
惡
敗
俗
。
國
有
此
二
事
、
欲
不
危
亡
、
不

可
得
也
」、「
桓
靈
之
際
、
閹
寺
專
命
于
上
、
布
衣
橫
議
于
下
。
干
祿
者

殫
貨
以
奉
貴
、
要
名
者
傾
身
以
事
勢
。
位
成
乎
私
門
、
名
定
乎
橫
巷
。

由
是
戶
異
議
、
人
殊
論
。
論
無
常
檢
、
事
無
定
價
。
長
愛
惡
、
興
朋
黨
」

（『
意
林
』
引
『
典
論
』）。

（
22
）　

具
體
的
に
は
崇
教
篇
、
名
實
篇
、
刺
驕
篇
、
漢
過
篇
、
自
序
な
ど
に

そ
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
た
と
え
ば
自
序
で
は
、
後
漢
末
の
黨

人
の
淸
議
が
門
閥
を
形
成
す
る
に
至
っ
た
こ
と
、
許
劭
ら
の
人
物
評
價
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に
定
論
が
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
が
批
判
に
擧
が
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た

人
物
評
價
の
分
裂
性
へ
の
批
判
は
、
前
揭
の
渡
邉
義
澔
〈
一
九
九
一
〉

が
指
摘
す
る
と
お
り
先
述
の
徐
幹
・
曹
丕
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
23
）　
「
雖
云
知
人
、
知
人
之
明
、
乃
唐
虞
之
所
難
、
尼
父
之
所
病
。
夫
以

明
竝
日
月
、
原
始
見
終
、
且
犹
有
失
、
不
能
常
中
、
況
於
林
宗
螢
燭
之

明
、
得
失
半
解
、
已
爲
不
少
矣
。
…
…
林
宗
名
振
於
朝
廷
、
敬
於
一
時
、

三
九
・
肉
⻝
、
莫
不
欽
重
。
力
足
以
拔
才
、
言
足
以
起
滯
。
而
但
養
疾

京
輦
、
招
合
賓
客
、
無
所
進
致
、
以
匡
危
蔽
」。

（
24
）　

吉
川
忠
夫
「
抱
朴
子
の
世
界
（
上
）」（『
史
林
』
四
七
︱
五
、
一
九

六
七
年
）。

（
25
）　

吉
川
は
こ
の
批
判
の
背
景
に
、
嚴
然
た
る
君
主
權
力
の
存
在
を
求
め

る
葛
洪
の
理
念
を
考
え
る
。
そ
の
點
で
は
、
君
主
と
し
て
黨
人
の
私
性

を
批
判
し
た
曹
丕
と
葛
洪
は
姿
勢
を
一
に
す
る
と
言
え
る
。
ま
た
渡
邉

義
澔
は
、
葛
洪
が
擧
げ
る
先
人
が
い
ず
れ
も
孫
吳
人
士
で
あ
っ
た
こ
と

を
踏
ま
え
、
正
郭
篇
・
漢
過
篇
に
示
さ
れ
た
後
漢
末
批
判
を
、「
西
晉

末
期
の
察
擧
に
對
す
る
葛
洪
の
、
さ
ら
に
は
江
東
全
體
の
不
滿
の
假
託

と
考
え
て
よ
い
」
と
し
て
い
る
。
渡
邉
義
澔
「『
抱
朴
子
』
の
歷
史
認

識
と
王
導
の
江
東
政
策
」（『
東
洋
文
化
硏
究
所
紀
要
』
一
六
六
、
二
〇

一
四
年
）
を
參
照
。

（
26
）　
「
論
曰
、莊
週
有
言
、人
情
險
於
山
川
。
以
其
動
靜
可
識
、而
沈
阻
難
徵
。

故
深
厚
之
性
、
詭
於
情
貌
、
則
哲
之
鑒
、
惟
帝
所
難
。
而
林
宗
雅
俗
無

所
失
、
將
其
明
性
特
有
主
乎
。
然
而
遜
言
危
行
、
終
亨
時
晦
、
恂
恂
善

導
、
使
士
慕
成
名
、
雖
墨
孟
之
徒
、
不
能
絶
也
」。

（
27
）　
「
後
之
好
事
、
或
附
益
增
張
、
故
多
華
辭
不
經
、
又
類
卜
相
之
書
。

今
錄
其
章
章
效
於
事
者
、
著
之
篇
末
」（『
後
漢
書
』
列
傳
五
十
八 

郭

太
傳
）。

（
28
）　

後
漢
末
か
ら
の
范
曄
ま
で
の
郭
泰
評
價
の
變
遷
に
關
し
て
は
、
前
揭

の
安
部
「「
後
漢
書
」
郭
太
列
傳
の
構
成
過
程　

人
物
批
評
家
と
し
て

の
郭
泰
像
の
成
立
」
を
參
照
。
安
部
に
よ
れ
ば
、
范
曄
は
郭
泰
の
樣
々

な
側
面
の
う
ち
人
物
批
評
家
と
し
て
の
郭
泰
像
を
よ
り
强
く
重
視
し
て

い
る
と
い
う
。

（
29
）　
「
自
茲
以
降
、
主
失
其
權
、
閹
豎
當
朝
、
佞
邪
在
位
。
忠
義
之
士
、

發
憤
忘
難
、
以
明
邪
正
之
衟
、
而
肆
直
之
風
盛
矣
。
…
…
犹
尙
譎
詐
、

明
去
就
、
閒
君
臣
、
疏
骨
肉
、
使
天
下
之
人
專
俟
利
害
、
弊
亦
大
矣
。

…
…
竪
私
惠
、
要
名
譽
、
感
意
氣
、
讎
睚
眦
、
使
天
下
之
人
輕
犯
敘
之

權
、
弊
亦
大
矣
。
…
…
立
同
異
、
結
朋
黨
、
信
偏
學
、
誣
衟
理
、
使
天

下
之
人
奔
走
爭
競
、
弊
亦
大
矣
。
…
…
定
臧
否
、
窮
是
非
、
觸
萬
乘
、

陵
卿
相
、
使
天
下
之
人
自
置
於
必
死
之
地
、
弊
亦
大
矣
。
…
…
野
不
議

朝
、
處
不
談
務
、
少
不
論
長
、
賤
不
辯
貴
、
先
王
之
教
也
。
傳
曰
、
不

在
其
位
、不
謀
其
政
。
天
下
有
衟
、庶
人
不
議
。
此
之
謂
矣
。
苟
失
斯
衟
、

庶
人
干
政
、
權
移
於
下
、
物
競
所
能
、
人
輕
其
死
。
所
以
亂
也
。
至
乃

夏
馥
毀
形
以
免
死
、
袁
閎
滅
禮
以
自
全
、
豈
不
哀
哉
」。

（
30
）　
「
夫
衟
衰
則
教
虧
、幸
免
同
乎
苟
生
。
教
重
則
衟
存
、滅
身
不
爲
徒
死
、

所
以
固
名
教
也
。
汚
隆
者
、
世
時
之
盛
衰
也
。
所
以
亂
而
治
理
不
盡
、

世
弊
而
教
衟
不
絶
者
、
任
教
之
人
存
也
。
夫
稱
誠
而
動
、
以
理
爲
心
、

此
情
存
乎
名
教
者
也
。
內
不
忘
己
以
爲
身
、
此
利
名
教
者
也
。
情
於
名
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教
者
少
、
故
衟
深
於
千
載
。
利
名
教
者
衆
、
故
衟
顯
於
當
年
。
蓋
濃
薄

之
誠
異
、
而
遠
近
之
義
殊
也
。
體
統
而
觀
、
斯
利
名
教
之
所
取
也
」。

（
31
）　

た
だ
し
、
袁
宏
は
葛
洪
と
異
な
り
淸
議
そ
の
も
の
は
强
く
否
定
せ
ず
、

そ
の
弊
害
と
倂
記
し
て
本
來
備
え
る
べ
き
有
效
性
も
擧
げ
る
。
葛
洪
が

黨
人
の
淸
議
批
判
に
魏
晉
期
の
淸
談
批
判
を
假
託
し
た
こ
と
と
異
な

り
、
袁
宏
は
淸
談
亡
國
論
否
定
論
者
で
あ
っ
た
。
袁
宏
に
よ
る
淸
談
擁

護
論
に
つ
い
て
は
、
松
浦
崇
「
袁
宏
『
名
士
傳
』
と
戴
逵
『
竹
林
七
賢

論
』」（『
中
國
文
學
論
集
』
六
、
一
九
七
七
年
）
を
參
照
。

（
32
）　
「
漢
自
桓
靈
、
君
失
其
柄
、
陵
遲
不
振
、
亂
殄
海
內
、
以
弱
致
弊
、

虐
不
乁
民
、
劉
氏
之
澤
未
盡
、
天
下
之
望
未
改
。
故
征
伐
者
奉
漢
、
拜

爵
賞
者
稱
帝
。
名
器
之
重
、
未
嘗
一
日
非
漢
。
…
…
劉
氏
之
失
天
下
、

荀
生
爲
之
也
。
若
始
圖
一
匡
、
終
與
事
乖
、
情
見
事
屈
、
容
身
無
所
、

則
荀
生
之
識
爲
不
智
矣
。
若
取
濟
生
民
、振
其
塗
炭
、百
姓
安
而
君
位
危
、

中
原
定
而
社
稷
亡
、
於
魏
雖

、
於
漢
已
疏
、
則
荀
生
之
功
爲
不
義
也
。

…
…
功
奮
於
當
年
、
跡
聞
於
千
載
、
異
夫
終
身
流
涕
、
不
敢
謀
燕
之
徒

隸
者
。
自
己
爲
之
功
、
而
己
死
之
。
殺
身
犹
有
餘
媿
、
焉
足
以
成
名
也
。

惜
哉
、
雖
名
蓋
天
下
、
而
衟
不
合
順
、
終
以
憂
卒
、
不
殞
不
與
義
」。

（
33
）　

中
林
史
朗
は
、
袁
宏
が
黨
人
批
判
な
ど
を
通
じ
て
名
教
の
あ
る
べ
き

姿
を
强
く
提
示
す
る
理
由
を
、
鄕
黨
社
會
に
お
け
る
鄕
論
の
輿
望
が
貴

族
の
存
立
基
盤
で
あ
っ
た
た
め
と
す
る
。「
彼
ら
は
名
門
で
あ
る
が
故

に
こ
そ
、
理
念
的
に
は
あ
く
ま
で
名
教
に
基
づ
く
名
教
の
徒
で
あ
ら
ね

ば
な
ら
な
か
っ
た
」
と
い
う
。
中
林
史
朗
「
袁
宏
管
見  

政
治
的
動
靜

と
「
後
漢
紀
」」（『
大
東
文
化
大
學
漢
學
會
誌
』
三
二
、
一
九
九
三
年
。

同
氏『
中
國
中
世
四
川
地
方
史
論
集
』〈
勉
誠
出
版
、二
〇
一
五
年
〉所
收
）

を
參
照
。

（
34
）　
「
贊
曰
、琛
寶
可
懷
、貞
期
難
對
。
衟
苟
違
運
、理
用
同
廢
。
與
其
遐
棲
、

豈
若
蒙
穢
。
悽
悽
碩
人
、
陵
阿
窮
退
。
韜
伏
明
姿
、
甘
是
堙
曖
」（『
後

漢
書
』
列
傳
四
十
三
）。

（
35
）　

渡
邉
義
澔「
東
晉
に
お
け
る
史
評
の
隆
盛
と
袁
宏
の『
後
漢
紀
』」（『
中

國
文
化―

硏
究
と
教
育
』
七
五
、
二
〇
一
七
年
）。

（
36
）　

季
漢
に
よ
っ
て
漢
が
命
脈
を
保
っ
た
と
い
う
認
識
は
、
こ
れ
も
范
曄

に
見
る
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
。
范
曄
は
陳
蕃
傳
論
で
「
漢
世 

亂
る
る
も
亡
び
ざ
る
こ
と
、百
餘
年
閒
」と
述
べ
た
が
、陳
蕃
の
敗
死（
一

六
八
年
）
か
ら
ほ
ぼ
百
年
後
、
炎
興
元
（
二
六
三
年
）
に
季
漢
は
滅
亡

し
た
。
こ
こ
で
言
う
「
百
餘
年
閒
」
に
は
季
漢
の
四
十
三
年
も
含
む
と

見
て
よ
い
。
な
お
范
曄
の
三
國
觀
に
つ
い
て
は
、田
中
靖
彥
「『
後
漢
書
』

荀
彧
傳
に
つ
い
て―

『
三
國
志
』
と
の
比
較
を
中
心
に
」（『
惠
泉
女
學

園
大
學
紀
要
』
二
四
、
二
〇
一
二
年
。
同
氏
『
中
國
知
識
人
の
三
國
志

像
』〈
硏
文
出
版
、
二
〇
一
五
年
〉
所
收
）
を
參
照
。

（
37
）　

岡
崎
文
夫
『
魏
晉
南
朝
朝
通
史
』（
弘
文
堂
、
一
九
三
二
年
）。

（
38
）　

宮
崎
市
定
『
九
品
官
人
法
の
硏
究　

科
擧
前
史
』（
中
央
公
論
社
、

一
九
九
七
年
）。

（
39
）　

ほ
か
劉
宋
の
政
治
史
に
つ
い
て
は
、
越
智
重
明
『
魏
晉
南
朝
の
政
治

と
社
會
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
三
年
）、
同
氏
『
魏
晉
南
朝
の
貴
族

制
』（
硏
文
出
版
、
一
九
八
二
年
）、
宮
川
尙
志
『
六
朝
史
硏
究 

政
治
・

社
會
篇
』（
平
樂
寺
書
店
、
一
九
六
四
年
）、
安
田
二
郞
『
六
朝
政
治
史
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の
硏
究
』（
京
都
大
學
學
術
出
版
會
、
二
〇
〇
三
年
）、
中
村
圭
爾
『
六

朝
政
治
社
會
史
硏
究
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
三
年
）、
川
合
安
『
南
朝

貴
族
制
硏
究
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
五
年
）
な
ど
を
參
照
。

（
40
）　

よ
り
詳
し
い
范
曄
の
生
涯
は
、吉
川
忠
夫
「
史
家
范
曄
の
謀
叛
」（『
歷

史
と
人
物
』
一
四
︱
四
、
一
九
八
四
年
）
を
參
照
。

（
41
）　

川
合
安
「
元
嘉
時
代
後
半
の
文
帝

政
に
つ
い
て―

南
朝
皇
帝
權
力

と
寒
門
・
寒
人
」（『
集
刋
東
洋
學
』
四
九
、
一
九
八
三
年
。
前
揭
『
南

朝
貴
族
制
硏
究
』
所
收
）。

（
42
）　

小
尾
孝
夫
「
劉
宋
前
期
に
お
け
る
政
治
構
造
と
皇
帝
家
の
姻
族
・
婚

姻
關
係
」（『
歷
史
』
一
〇
〇
、
二
〇
〇
三
年
）。

（
43
）　

渡
邊
義
澔
は
、
後
漢
の
章
帝
期
に
白
虎
觀
會
議
に
よ
り
定
め
ら
れ
た

中
國
の
古
典
的
國
制
が
、
そ
の
統
治
制
度
・
世
界
觀
・
支
配
を
正
統
化

す
る
儒
教
の
經
義
と
も
に
、
後
漢
の
滅
亡
以
降
も
各
王
朝
に
規
範
と
し

て
繼
承
さ
れ
續
け
る
と
し
、
か
か
る
槪
念
を
「
古
典
中
國
」
と
稱
し
た
。

渡
邊
義
澔
「
古
典
中
國
」
の
形
成
と
王
莽
」（『
中
國―
社
會
と
文
化
』

二
六
、
二
〇
一
一
年
）
を
參
照
。

（
44
）　

目
黑
杏
子
「
後
漢
郊
祀
制
と
『
元
始
故
事
』」（『
九
州
大
學
東
洋
史

論
集
』
三
六
、
二
〇
〇
八
年
）。

（
45
）　

戶
川
貴
行
「
東
晉
南
朝
に
お
け
る
建
康
の
中
心
化
と
國
家
儀
禮
の
整

備
に
つ
い
て
」（『
七
隈
史
學
』
一
三
、
二
〇
一
一
年
。
同
氏
『
東
晉
南

朝
に
お
け
る
傳
統
の
創
造
』〈
汲
古
書
院
、
二
〇
一
五
年
〉
所
收
）。

（
46
）　
「
史
臣
曰
、
漢
氏
載
祀
四
百
、
比
祚
隆
週
、
雖
復
四
海
橫
潰
、
而
民

繫
劉
氏
、
惵
惵
黔
首
、
未
有
遷
奉
之
心
。
魏
武
直
以
兵
威
服
衆
、
故
能

坐
移
天
曆
、
鼎
運
雖
改
、
而
民
未
忘
漢
。
乁
魏
室
衰
孤
、
怨
非
結
下
。

晉
藉
宰
輔
之
柄
、
因
皇
族
之
微
、
世
擅
重
權
、
用
基
王
業
。
至
於
宋
祖

受
命
、
義
越
前
模
。
…
…
高
祖
地
非
桓
文
、
衆
無
一
旅
、
曾
不
浹
旬
、

夷
凶
翦
暴
、
祀
晉
配
天
、
不
失
舊
物
、
誅
內
淸
外
、
功
格
區
宇
。
至
於

鍾
石
變
聲
、
柴
天
改
物
、
民
巳
去
晉
、
異
於
延
康
之
初
、
功
實
靜
亂
、

又
殊
咸
熙
之
末
。
所
以
恭
皇
高
遜
、
殆
均
釋
負
」。

（
47
）　
「
冀
州
有
沙
門
法
稱
將
死
、
語
其
弟
子
普
嚴
曰
、
嵩
皇
神
吿
我
云
、

江
東
有
劉
將
軍
、
是
漢
家
苗
裔
、
當
受
天
命
。
吾
以
三
十
二
璧
・
鎭
金

一
餅
、
與
將
軍
爲
信
。
三
十
二
璧
者
、
劉
氏
卜
世
之
數
也
。
普
嚴
以
吿

同
學
法
義
。
法
義
以
十
三
年
七
月
、
於
嵩
高
廟
石
壇
下
得
玉
璧
三
十
二

枚
・
黃
金
一
餅
」。

（
48
）　
「
戴
延
之
西
征
記
曰
、
…
…
冀
州
愽
陵
郡
王
次
寺
衟
人
法
稱
、
吿
其

弟
子
普
嚴
曰
、
嵩
髙
皇
帝
語
吾
言
、
江
東
有
劉
將
軍
、
是
漢
家
苗
裔
、

受
天
命
。
吾
以
三
十
二
璧
・
金
一
餅
與
之
。
璧
數
是
劉
氏
卜
世
之
數
也
。

惠
義
以
義
熈
十
三
年
入
嵩
髙
山
、
卽
得
璧
金
獻
焉
」（『
藝
文
類
聚
』
卷

八
十
四 

寶
玉
部
下
）。

（
49
）　

板
野
長
八
「
劉
裕
受
命
の
佛
教
的
瑞
祥
」（『
東
方
學
報
』
東
京
一
一

︱
一
、
一
九
四
〇
年
）。

（
50
）　

塚
本
善
隆
「
南
朝
「
元
嘉
治
世
」
の
佛
教
興
隆
に
つ
い
て
」（『
東
洋

史
硏
究
』
二
二
、
一
九
六
四
年
）。

（
51
）　
「
劉
氏
之
胤
、
有
衟
之
體
。
絕
而
更
續
、
天
授
應
圖
。
中
嶽
靈
瑞
、

二
十
二
璧
、
黃
金
一
民
、
以
證
本
姓
。
九
尾
狐
至
、
靈
寶
出
世
、
甘
露

降
庭
、
三
角
牛
到
、
六
鍾
靈
形
、
巨
獸
雙
𧰼
、
來
儀
人
中
、
而
⻝
房
廟



范
曄
『
後
漢
書
』
の
後
漢
末
觀
と
劉
宋
貴
族
社
會
（
袴
田
）
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之
祇
、
一
皆
罷
廢
、
治
正
以
衟
、
蕩
除
故
氣
、
此
豈
非
太
上
之
信
乎
。

宋
帝
劉
氏
是
漢
之

冑
、
恆
使
與
衟
結
緣
。
宋
國
有
衟
多
矣
」。

（
52
）　

小
林
正
美
『
六
朝
衟
教
史
硏
究
』（
創
文
社
、
一
九
九
〇
年
）
第
二

編
序
章
。

（
53
）　
「
世
之
論
者
多
譏
、彧
協
規
魏
氏
、以
傾
漢
祚
、君
臣
易
位
、實
彧
之
由
。

雖
晩
節
立
異
、
無
救
運
移
。
功
既
違
義
、
識
亦
疚
焉
。
…
…
臣
松
之
以

爲
、
斯
言
之
作
、
誠
未
得
其
遠
大
者
也
。
彧
豈
不
知
魏
武
之
志
氣
、
非

衰
漢
之
貞
臣
哉
。
良
以
于
時
王
衟
既
微
、
橫
流
已
極
、
雄
豪
虎
視
、
人

懷
異
心
、
不
有
撥
亂
之
資
、
仗
順
之
略
、
則
漢
室
之
亡
忽
諸
、
黔
首
之

類
殄
矣
。
…
…
蒼
生
蒙
舟
航
之
接
、
劉
宗
延
二
紀
之
祚
、
豈
非
荀
生
之

本
圖
、
仁
恕
之
遠
致
乎
。
乁
至
灞
業
既
隆
、
翦
漢
迹
著
、
然
後
亡
身
殉

節
、
以
申
素
情
、
全
大
正
於
當
年
、
布
誠
心
於
百
代
。
可
謂
任
重
衟
遠
、

志
行
義
立
」（『
三
國
志
』
卷
十 

評 

裴
松
之
註
）。

（
54
）　

渡
邉
義
澔
「『
世
說
新
語
』
の
編
集
意
圖
」（『
東
洋
文
化
硏
究
所
紀
要
』

一
七
〇
、二
〇
一
六
年
。
同
氏
『「
古
典
中
國
」
に
お
け
る
小
說
と
儒
教
』

〈
汲
古
書
院
、
二
〇
一
七
年
〉
所
收
）

　
〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
黨
錮
の
禁
、『
後
漢
書
』、
貴
族
制　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 




